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いわゆる「ネコ問題Jに対する
法解釈学的及ぴ法政策学的挑戦

一一奄美大島・徳之島の「飼い猫適正飼養条例J
の改正に触れながら一一

毘次

はじめに

5者 坂

第l:i'i1 ベット由来外来種問題としての「ネコ問題J概!g,f
(1）いわゆる「ネコ問題」とは何か？

(2）ネコ問題の元凶となるネコとは？

第2掌 「ネコ問題」解決に向けた現行法体制の現状と課題
(1）「ネコ問題jを取り巻く現行法制l佼

佐 利

(2) !I~J愛法における定義規定の欠如及びそれに伴う法の適用q宅問の不明石jg性

(3）駁j愛法が目指すベットの飼い主交任の漠然性・不十分性、及びそれに連動

する規制・取締り行政の脆弱性

(4）動愛法は、ベットが外来種になり l~＇るリスクを想定していないこと

(5）効愛法が鳥獣法の実効にブレーキをかけてしまっていること一一政j愛法と

.%m法の悩み合わせの惑さ
第3ij'.i: 「ネコ問題jに対するドイツ法制の挺え方

(1）動物保護法（Tierschutzgesetz（’I'ierSchG), 1972) 

(2）即日制紘（Bunde明gdgesetz(BJagdG), 1952) 
(3）家畜伝染病の予紡及び帝lj圧に［刻する法律（いわゆる動物健康法） (Gesetz 

zur Vorbeugung vor und Bek邑mpfung von Tierseuchen 

(Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), 2013)) 

第41存 「ネコ問題j解決に向けた地方分権的アプローチ

一一奄美5市町村及び徳之島3日Tのネコ適正飼養条例改正の概要を中心と

して

(1）本条例の自的には、動物愛護のみならず自然生態系保全を明記したこと

(2）動物愛護・福祉の観点に立った終生飼援の義務化

(3）室内飼遣さ原則（放し飼い制限）の笑質義務化

(4）特例的震外飼養における繁殖制限の義務化’

245 



法律論捻91巻4・5合併号

(5）ネコの取得、談波及び死亡に係る登録の義務付け

(6）マイクロチップ装着と個体識別番号登録の義務化
(7）飼いネコによる迷惑防止義務化

(8）ネコ銅誕者に対するアマミノクロウサギ等絶滅危慎重Eないし希少磁の保全
（自然生態系保全）に対する義務化

(9) 5匹以上のネコの飼主主（多頭飼うを）禁止

(10）みだりな伺やり行為の禁止

(11）飼い主不明ネコの捕獲、保護収容に関する行政への権限付与並びに当該~Jt
業のNPO等民間団体への委託、さらには捕獲ネコの返還・譲受に要する
技用弁済義務

(12）奄美大鳥の溺郎新設、徳之島の罰則強化
おわりに

はじめに

いわゆる「ネコ問題」とは、ペット由来外来種問題のひとつである。「イエネコ」

(domestic cat, Felis catus）は、国際自然保護連合（IUCN）の穫の保全委員会が

定めた「世界の侵略的外来種ワースト lOOJ(100 of the World’s Worst Invasive 

Alien Species）に指定されている（1）。次章で詳述する通り、当該問題とは、自然

生態系破壊や人獣共通感染症等といった問題であるが、これは、飼い主がネコを放

し飼いしたり、あるいは遺棄したり、また不妊去勢措置やワクチン接種等を怠った

りすることで惹き起こされる。

当該問題解決に対する制度設計は、実はシンプルである。それは、問題を惹き起

こしている、あるいは惹起せしめるリスクを有する個体を保護法益から隔絶・排除

することと、問題個体を将来に向かつて産出させないために完全室内適正飼養を飼

い主に義務付けること、この2点に尽きる。しかるにこのいずれも、我が国は、そ

の国家法体制を構築できていなし、。

奄美大島、徳之島（以下、両島を指す場合は「奄美」とも略する。）、沖縄県のや

んばる地域、そして西表烏は、現在、世界自然遺産登録を呂指している。その登録

可否を占う最大の課題がこの「ネコ問題」である（2）。筆者は、当該自治体の独自

(1）町CNのホームベーマ（http://www.issg.org/pdflpublications/worsLlOO/english_lOO
st.pdf) （最終確認白2018年8月13日）を参照のこと。

(2）朝日新開2017年4月1日「（西発見）野ネコ、奄美の希少種に脅威 アマミノクロウサ
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条例たる「ネコ適正飼養条例」の改正等に携わり、飼いネコに対するマイクロチッ

プ装着等所有明示、室内飼養、繁殖制限等の法的義務化、そしてそれらに違背する

者への処罰化を提言した。本稿では当該改正条例を概観しつつ、この「ネコ問題」

解決に向けての法学的アプローチを考究する（3）。

第1章 ぺツト由来外来種問題としての「ネコ問題j概要

(1）いわゆる fネコ問題jとは何か？

いわゆる「ネコ問題」とは、以下の7つに分類することができょう。すなわち、

(1）ネコが我が国の固有種・在来穫を侵襲・捕食し、それらを希少程ないしは絶滅危

倶種と化し、最終的には根絶させてしまうといった自然生態系破壊の問題

(2）狂犬病（4）、トキソプラズマ症（5）、重症熱性血小板減少症候群（SFTS)(6）、高

ギなど襲う［西部］」、日本経済新聞2018年11月2日「世界自然遺産 f奄美・沖縄jを

推薦宮房長官J。
(3）本テーマについては、拙著「希少種・絶滅危倶稜保護政策における｛ネコ問題jーーその

法解釈学、そして政策法務的視点からの考祭jWildlife Fぽ四（「釘往生物と社会」学
会）第21号（2016年） 18-21頁、及び主ll箸「我が国の動物関連法体系における鳥獣保護

管理行政、外来種対策及び動物愛護行政に関する法解釈学的、法政策学的観点からの課

題提供JF森林野生動物研究会誌j第43号（2018年） 93-99頁も併せて参照されたい。
(4）感染したらほぼ100%の致死率といわれる狂犬病は、イヌ以外のネコにも感染する病気

である。この点は、狂犬病予防法第2条第2項にも明記されている。厚生労働省の狂犬

病に関するページを見ると、現在地球上で狂犬病の発生が確認されていない地域は、北

欧諸国、オセアニア諸国と英国の一部、そして我が国のみである。韓国では1993年、台
湾では2013年再発した。中国では毎年2500人以上が死亡している（http://www.mhlw.

go.jp/bunya/kenkou/kekkaku・kansenshoulO/（故終確認日 2018年11月10日））。ア

メリカ疾病予防管理センター（Centersfor Disease Control and Prevention : CDC) 

は、狂犬病に関してネコや釘’生動物への感染拡大の警告を発出している。特にその傾

向は合衆国東部に顕著であり、特に2000年～2004年、及び2008年以降、その発症
件数は、実はイヌよりもネコの方が多い傾向を指摘する（https://www.cdc.gov/rabies/

exposur官／ar註mals/domestic.html（最終確認臼 2018年11月8日））。
(5）トキソプラズマ症は、免疫が低下した者、又は妊娠中の女性への感染例が多い。特に妊婦

の場合、死産及び自然流産を誘発する他、児に精神遅滞、視力障害、脳性麻簿など重篤な症

状を前fす（https：仇rvww.凶id.go.jp/nii判a/kansennohanashi/3009-toxoplasma-intro.
html （最終？確認日2018年11月10日））。この感染症は＼ネコを包含した全ての浦乳類・

鳥類に感染するが、特にネコに感染した場合には、 $'lの中にトキソプラズマ虫体がオー

シストという一般の消毒薬では死滅させられない国い構造体で排出されるため、数か月
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病原性鳥インフルエンザ（7）等、枚挙に椴がないが、ネコがこれら感染症に擢患し、

に］［り土や水を汚染する。すなわち直接的にネコの3容に接触せずとも、汚染された土や
水に触れるだけでも感染する（高島康弘目指とトキソプラズマ（猫を飼っている妊婦さ

んと妊娠を望む人へ）Jf先天性トキソプラズマ＆サイトメガロウイルス感染症忠者
の会（トーチの会）J (http://toxo-cmv.org/toxo/cat/index.html （最終確認臼 2018年11
月10日）））。なおアマミノクロウサギの死問としてトキソプラズマ症、泡沫状マクロ

ファージの肺胞内集族が報告されている（久保正仁、中自t；朋美他「アマミノクロウサギ
(Pent，αlagus furnessi）における自然発生病変の病Fぷ湿級学的検索ホルマリン保存勝絡を

汀jいた予備的研究Jf日本野生動物医学会立す第四巻第2-l予（2013年） 65-70頁（https://
WW収.jstage.jst.go.jp/article.伺zwm/18/2/18_65人訂ticle/-char泊al（絞終確認日2018年
11月10日）））。

なおf'＃誌ながら、間じくj京虫性の病気であるエンセファリトゾーンは、カイウサギに
流行するが、ノラネコ等の屋外ネコへの感染率も？与く、結果ネコを媒介して拡散、アマミ

ノクロウサギへの感染リスク尚勝にも十分注意を払う必要があるとされる。参照：；絞!flj

彩、伊藤圭子｛也「奄美大Ji,）における野良猫のToxoplasmαgondii感染状況についてのI血
清疫学f調査」第159回日本獣医学会学術集会（日本大学）における野生動物学分科会報
告（http仇仰w.meetingオsvs.jp/159/pd£'programJ..pdf（最終磁認日2018年11月10
日））。すなわちアマミノクロウサギ保全に関しては、ネコの捕食以外にも上記に示すよう

な感染症にも問時に努戒しなければならない。これら感染症問題は、自然生態系保全の

観点からも看過できない問題と考える。その際、明石在な症例（客観的証拠と因果関係の

証明）がなくとも、予防J原則に法づくリスクマネジメントの視点が好苦きであると考える。
(6）：重症熱f白血小板減少症候群（SFTS）とは、 2011年に中国の研究者らによって発表された新
種のウイルスによるダニ媒プ汁生感染症である。現時点での治療は対症療法しかなく、有効な

薬剤やワクチンはない。我が閣では、 2013年1月に海外渡航底のない者の催患が初めて報

告され、それ以降、毎年、西日本を中心に報告される。 2018年12月26日現在で396人の

寵患が報告され、うち65名か死亡している。致死率は6.3～30%と報告されている（国立感

染症研究所のホームページより（https://www.niid.go.jp/niid/ja/sfts/3143-sfts.html））。

感染経路は、マダニ（フタトゲチマダニなど）を介したものが中心だが、ノラネコにマダニ

カf付着し、当該ネコを保護しようとした者が感染、死亡した事例も報告されている（日本

経済新聞2017年7月24日「マダニ感染症、猫から感染女性死亡 fネコからヒトj初
確認」（http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG24H7H拘U7A720C1CR8000/（最
終filg認日2018年11月10臼）））。
(7) 2016年12月から翌年の2月にかけて、ニューヨークでH7N2型の烏インフルエンザに約500

匹の保設収容ネコが感染し犬流行したが、これはヒトへの感染リスクもあることを東京大学チー

ムが発表した（この点につき差し当たり、平成29年12月22日東京大学医科学研究所発表の

「ニューヨークのネコで流行した日7N2インフルエンザウイルスのf羽生をj鯛耳（河問義筏）Jを参
照（http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/imsut/files/171222.pdf （最耳切在認日2018年12月26

日））。論文本体は、YoshihiroKawaoka, et al., Characterization of a Feline Influenza 

A(H7N2) Virus, Emerging Infectious Diseases, vol.24, No. 1, Janu紅y2018（創e:///
C:/UsersfUser/Downloads/Characterization_of_a_FelineJnfiuenza...AH7N2_Virus p胡

（最終確認日 2018年12月26日））。併せて日本経済新聞2017年12月27日「烏インフル

変化、ネコにNYで流行人感染の恐れもJ(https://www.凶kkei.com/紅白le/DGXMZO
25131390X21Cl7A2CROOOO/ （最終確認日2018年12月26日））も参照のこと。なお

248 

いわゆる「ネコ問題Jに対する法解釈学的及び法政策学的挑戦（務坂）

さらにその病気を人に伝染させ、生命や心身の健康（絶対的自由）に重大かつ深刻

な侵害を賢すといった人獣共通感染症（動物由来感染症）の問題

(3）上記（2）のウイルスや原虫等が、ネコから家畜等に伝染し畜産業（経済的自由）に

甚大な被害を粛すといった問題

(4）上言自2）とは異なり、ネコ自体への感染はないが、口蹄疫（8）や豚コレラ（9）等病原

体をネコが註減看として拡散させてしまい（機械的伝播）、我々の生命、心身の健

康、あるいは我が国の畜産業等に甚大な被害を賢すといった問題

(5）上吉田3）及び（4）に関連はするが別次元で議論されるべき問題としては、ネコが動物

園・水族館に侵入し展示動物に侵襲・捕食したり、直接・間接に接触し感染症を｛云

当該感染症に関しては、ネコが当該ウイルスに感染するか否かに｜拘わらずウイルスを機械

的拡散させてしまうリスクも惣起きれなければならない。この点については、本文（3）な

いし（4）で指摘するところであるが、社団法人全悶＊＇£＇＂£＇産物衛生指導協会 n士i病原性為
インフルエンザの発生を防止するために.！ （平成19年10月） (h枕p://www.maff.go担。／

syou紅ゾ＇douei/tori/pd£'hpaLbooklet.pdf （最終確認日2018年12月26日）） 5頁以下

は、鶏舎へのネコの接近、そしてネコの奨への警殺を呼び掛けている。

(8）放し飼いネコやノラネコ、ノネコが口蹄疫ウイルスを各所に透徹、拡欲してしまうリ

スクについては、村上洋介「口蹄疫ウイルスと口E帝疫の病性についてJ(https://www. 
naro.a鈴c.go却，／niah/伽id/explanation/018087.html（議終確認日 2018年11月10日））

を参照のこと。当該論文では、口蹄疫ウイルスは、「犬、猫、鶏、ネズミ、野鳥などの

非感受性動物による機械的伝橋、汚染された飼育器具、機材、飼料、入、車両などを

介した間接的な伝揺も多いjと明記される（当該論文の初出は、山口獣医学雑誌第24

号1-26頁（1997年）／日本獣医師会雑誌（日獄会誌）第53巻257-277頁（2000年

ii副主）である）。他方、横浜市衛生研究所では、口蹄疫ウイルス拡散について屋外に
おけるネコの行動規制の必要性について注意喚起する（「口てい疫（口蹄疫）につい

て」（http://www.city.yokohama.lg.jp/ke叫rn/eiken/idsc/disease/findl.html（殻制進認

臼2018年11月108）））。ドイツでは、本稿第3章第3節でユ叙述する通り、図家法レベ

ルで犬獄Iの家禽等への侵入防止に対して室部を以って対応している。

(9) 2018年、岐阜県、愛知県で26年ぶりに発生が確認された豚コレラに関する報道等については、

差し当たり、朝日新聞2018年12月25日「豚コレラ、殺処分7500ilJl超 自衛隊に災答派遣

要請へ」（https://www.asahi.com/articles/ASLDT2CQHLDTOHGB001.html（由説明在

認日 2018年12月26日））、朝日新開2018年12月22日「豚コレラ、愛知のイノシシからも

岐阜県外で確認J(https://www.asahi.com/訂 ticles/ASLDQ558TLDQOIPEOOT.html?
iref=pc_extlink （汲終確認82018年12月26日））の｛也、豚コレラに関する農林水産

省の情報発出ベージ（http://www.maff.go.jp/j/syou紅i/doueνcs£'（最終確認日 2018年

12月26日））を参照のこと。また国立研究開発法人終業・食品産業技術総合研究機構

では、豚コレラの紹介ページで、「近距l1lffiの汚染拡大には人以外にも犬や獄などのペッ

ト、鳥類、ネズミ類による生き物による機械的伝播によることもある」と警戒している

(http://www.naro.εffrc.go.jp/laboratorγ／凶ali!swine_fever/expl田 ation/classical_

swine_fever/019951.html （最終確認日2018年12月26日））。

249 



法律論殺91巻4・5合併号

播させてしまうことに伴う、動物園・水族館経営（経済的自由）に対する侵害、そ

して特定動物種の域外保全（種の保存）事業を破綻に追い込むといった問題（10)

(6）放し飼いネコやノラネコの糞尿等による悪臭、 H宣際－盛り芦などの騒音、被毛飛

散等によるアレルギ一等、私たちの健全・快適な生活環境に危害を及ぼす公害・公

衆衛生問題

(7）多頭飼養崩壊一一これは、飼いネコに対する不妊去勢措置を適正に行わないこと

でネコが無秩序に増殖してしまったり、自らの飼育環境や経済的能力を十分に考慮

せずに際限なくノラネコ等を収集してしまったり、あるいはノラネコへの定期的な

給餌給水によって大量のネコが居据わってしまうなど、家屋（敷地）内に彩しいほ

どのネコやその糞尿等の堆積、悪臭、十分な鍔を与えられない場合等に伴うネコの

健康被害、共食い、餓死、さらには飼い主本人又はその家族への精神疾患等健康被

害、経済破綻、家庭崩壊といった社会問題である（11）。昨今では、その救済に乗り

出した動物愛護団体そのものの破綻なども報じられている（12）。

これら「ネコ問題」は、全てネコの飼育・管理のあり方に起因する。すなわち飼

い主が完全室内飼養及び逃走防止の徹底を図っていさえすれば、およそこれらの問

(10）畜産動物（家畜）とは、 IA」のために人工的に生産・管理される動物であって、この保護
法主主は、「人Jの経済的自由の保障に他ならない。これと似て非なる存在として動物図・
水族館動物（展示動物）がある。展示動物とは、家畜同様、動物図の経営（経済的自由）

の~体ではあるが、その一方で一部の動物援に歪つては、国内外の希少種、絶滅危倶種で

あって、その域外保全（稜の保存）という意味合いがある。そして当該卒業は、場合に

よっては、国家IMJで、あるいは国家やfig係団体（大学・研究所その他の団体）等の国際

ネットワークの中で展開しているものもある。これは、何らかの事故・4.IH牛が発生した
場合、畜産業のように経済的補壌で済まされる問題ではない。国主主、高次公益性を有す

る政策に関わる問題である。動物図にノラネコが侵入し感染症を｛云揺させてしまう危険

性に関しては、福井大祐「展示動物の福祉一一人を魅了するため野生動物医学を取り入

れた健康管理J（第四回日本野生動物医学会大会シンポジウムlr日本野生動物医学会
誌jVol.15, No. 1, 2009, p.18、同「OnZoo grounds；動物関展示動物のバイオセキュ

リティとしての野生動物感染症のモニタリング」 f日本野生動物医学会誌jVol.19, No. 
4, 2014, p.108を参黙のこと。
(11）この点に関する報道は枚挙にi殺がないが、差し当たり「クローズアップ現代 ネコに家

が壊される～広がるベット多頭飼育崩壊～J(2016年11月15日放送） (http://www. 
nhk.or.jp/gendai/articles/3892/1.html （最終確認日2018年11月10日））を参照のこ
と。

(12）「クローズアップ現代 どう減らす？犬・猫の殺処分J(2018年1月24日放送） (http:// 
www.nhk.or.jp/gendai/a吋icles/4090/index.html?l516611072（滋t匂在認臼2018年11
月10日））を参照されたい。
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題は発生しない。加えて万が一の逸走に備えてマイクロチップ装着等所有明示な

いしは登録も確実に行い、さらには、みだりに繁殖させないよう不妊去勢処置、予

防接種等感染症対策にも万全を期していさえすれば、仮に何らかの問題が発生した

としても深刻化は免れる。早期解決も望まれる。すなわち fネコ問題Jとは、実は

「ネコ」の問題ではなく、「人Jの問題である。

(2）ネコ問題の元凶となるネコとは？

前述の通り、飼い主がネコに不妊去勢や予防接種等の処置を適切に施し、かっ完

全室内飼養をしていれば、およそこのネコ問題は発生あるいは深刻化することはな

い。すなわちネコ問題の元凶たる「ネコ」とは、主として屋外に居て、人に適正に

管理されていないネコである。すなわち、これを具現化すると、（1）室内飼養されて

いないイエネコ（放し飼いネコ）、（2）ノラネコ、そして（3）ノネコの3種類となる。

(1）室内飼養されていないイエネコ（放し飼いネコ）

このカテゴリのネコは、ペットとして人に飼養されているが、飼い主が室内のみ

で飼養することなく室内外を自由に往来させている、あるいは専ら屋外に放出して

しまっている場合をいう。ネコは、我が国に限らず、元来、ネズミ駆除のために屋

外に放出するものであり、またそういった社会文化的背景を受けてか動愛法もネコ

の飼養について室内飼遣さを法的義務化していなし、。無論、法的義務イとすれば屋外ネ

コが根絶されるわけではないが、現行法の推奨レベル（努力規定）のままだと室内

飼養に対する規制行政を行うことも盤ならない現況にある（動物の愛護及び管理に

関する法律（以下、「動愛法Jという。）第7条第3項（逸走防止）及び家庭動物等の

飼養及び保管に関する基準（平成14年環境省告示第37号）（以下、「家庭動物飼育

基準」という。）「第5 ねこの飼養及び保管に関する基準J）。また両法は、不妊去

勢処置も義務化していない。従って当該処置をされないままの屋外ネコは、無秩序

に、また際限なく増殖してしまうことも想像に難くない。すなわち次に述べるノラ

ネコやノネコといった存在は、我が国における法的、社会的レベルにおけるネコの

室内飼養の不徹底と無関係ではないと考えられる。

(2）ノラネコ

「ノラネコ」に関して、法律上それを明確に定義づけたものは見当たらない（13）。

(13）動愛法第35条第4項は、「都道府県知事等は、……引取りを行った犬又は猫について、殺
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しかしながら、いくつかの文獄・通達等資料（14）を統合解釈すると、次のように定

義できょう。「ノラネコ」とは、本来的にはペットとして飼養されていたが、逸走、

遺棄等によって飼い主の支配・管理から離脱し、あるいはそこから自然繁殖し、す

なわち無主物となって、しかしながら完全野生化には至らず生活の一部又は全部を

人間社会に依存し、何らかの方法で‘人（地域集落）から食料を得つつ、主として市

街地・地域集務で生息するネコ又はその子孫をいう。

(3）ノネコ

ノネコとは、生物学的にはペットとして飼われるイエネコと同じだが、人の手を

縫脱し完全野生化個体として常時山野等において、専ら野生生物等を捕食し、すな

わち人への依存性を有さず生息しているネコと定義される（15）。

第2章 「ネコ問題j解決に向けた現行法体制の現状と課題

(1) rネコ問題Jを取り巻く現行法制度

ネコは本i原的にペットであるので、動愛法の所管となる。しかるに向法は、前述

処分がなくなることを目指して……所有者がいないと推測されるもの・・－－又は所有者の

発見ができないものについてはその飼援を希望する者を募集し、当該希望する者に談り

渡すよう努めるものとするJ（傍点祭者）と規定する。ここで「所有者がいないと推測さ
れるもの」ゃ「所有者の発見ができないものJには、ノラネコを想定することもできる
が、マイクロチップ等所有明示の措置を施されていない放し飼いのネコも、同概念に包

摂することができるので、問項にいうそれは、ノラネコにターゲットを絞った規定では

ない。なお京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例では、「餌い猫」を「所有

者等が所有し、又は占有する猫をいう」と定め（第2条第3号）、ノラネコ（同条例では
「野’良猫Jと渓字表記する）を「飼い猫以外の猫Jと定義づけている（［司条第4号）。
(14）動物愛護管理法令研究会編 f改訂版 動物愛護管理業務必携.I（大成出版社 2016年） 6 
頁、「手i猟法に関する疑義について（照会）Jに対する回答通知（昭和25年12月25日25林
野第16999号）、「ノネコについて（!l?.会）」に対する回答通知（自百和39年8月31日39林
野造第716号）、「川崎市猫の適正飼主主ガイドラインJ（平成30年3月改訂） (http://ww収
city.kawas必d.jp/350/page/0000016911.html）など。
(15）環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室re改訂5版］鳥獣保護法の解説j（大成出版
社 2017年） 25頁以下。なおノネコの自然生態系に対する脅威に関する生物学の立場

からの姿を得た叙述として、伊i翠雅子「ノネコ一一希少援の捕食と病気の伝播J（日本生
態学会編 村上奥正・鷲谷いづみ盟主修 f外来種ハンドブックJ（地人勢舘 2002年） 76 
頁）がある。
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の通り、飼い主に対してネコの室内錦養や不妊去勢等の徹底（義務化）を図れてい

ない。すなわち「ネコ問題jの元凶たる3種類全てのネコの増殖を止られていなし、。

ノラネコは、人（地域集落）への依存性を容認しつつも、「無主物Jである点、

動愛法の守備範凶に入るかどうか判然としない部分はあるが、現行の法実務におい

ては、ノラネコへの殺傷・虐待行為は、動愛法に碁づいて処断している（16）。

ノネコは、「鳥獣の保護及び管理に関する法律」（以下、「鳥獣法jという。）にお

いて、狩猟鳥獣（すなわち捕殺対象）に指定される（第2条第7項、同法施行規

則第3条及び別表第2）。しかしながら同法に基づいてノネコを捕獲するにしても、

奄美大島のような地域集落と山林が至近に位置するような場所においては、放し飼

いネコやノラネコも容易に山林に侵入することが予想され、そうするとそのような

現場においてノネコ、ノラネコ、放し鈎いネコを外観から判別することは緩めて困

難で、あって（首輪をつけていたとしても飼い主がいるとは限らない。また首輪がな

くても無主物と断定する法規範は存在しない）、現在、ネコに対する鳥獣法マネジ

メントは実効性ある展開を見せていないのが実情であると考えられる。

他方、鳥獣法に指定される「狩猟鳥獣」には、そもそもイノシシやシカ（指定管

理鳥獣）に代表されるような産業資源として「管理」（＝増加傾向にある個体数を

減少の方向でマネジメントして維持継続する。根絶は想定しない。）されるべき種

（在来種）と、ノネコやノイヌ、アライグマといったいわゆる資源価値のない外来

穫で、こちらは早急なる「根絶」が目指されなければならない径とが混在してし

まっている。同法は、基本的に、同法第2条第3項に明規されるように、「その生

息数を適正な水準に減少させ、又はその生息地を適正な範閣に縮小させるJことを

目的とし、「資源管理jに軸足がある（「根絶」を預っていない）ので、そもそも論

として「根絶Jを目指す外来稜対策を同法に基づいて実施するのは、理論的にも実

務的にも無理があると考える。また同法に基づくマネジメントを執行する場合に

(16) 1 年以上にも豆りノラネコへの虐待、殺f~を繰り返していた元税理士が動愛法違反で逮捕

され、懲役1年10カ月執行猶予4年の有罪i司決を受けた事件（平成29年特（わ）第1985
号、第2048号動物の愛護及び管理に｜渇する法律違反被告別手（http://www.courts.

go.jp/app/files/hanrei_jp/409/087 409..hanrei. pelf （最終確認日 2018年12月27日）））

なとは未だ記憶にあるところだろう。当該事件は、メディアも大きく取り上げた事件で

ある（菱し当たり、朝日新聞2017年12月24B「（取材ノートから： 5）実刑求めネット
中心に署名22万筆猫虐待の様子、動函で投稿／東京都J）を参照のこと。
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は、骨法の法定計画であるところの特定鳥獣保護管理計画に基づく個体数調整又は

有害鳥獣捕獲といった許可捕獲（第7条、第9条）、法定猟法（第2条第6項、第8

項）、鳥獣保護区（第28条第1項）、休猟区（第34条第1項）、狩猟期間（第2条

第9項、第11条、）等を踏まえなければらない（17）。すなわち我が国では、ノネコ

（外来種）対策を実施する場合には、一定の場所、一定の期間、一定の方法でしか

捕獲（駆除）できない。外来稜対策の本質は、根絶あるいは完全排除であるべきで

あるが、ノネコについて鳥獣法が所管することで、かえって問題解決を困難にして

しまっていると考える。

なお捕獲（駆除）対象が、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関

する法律J（以下、「特定外来生物法jという。）に基づく特定外来生物の場合には、

上記に示した烏・lii*i法の各種条件は排除されるのであるが（第四条）、しかるに特定

外来生物法は、明治維新以降に（18）、「海外から我が国に導入されることによりそ

の本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物J（傍点筆者）のみを扱う

ので（第2条第n買）、法解釈上、ネコは本法の対象外と解される。その一方で‘ネ
コのような国内由来外来種に直裁的に対応する国家法は存在しない。

次に、人獣共通感染症リスクとしての「ネコ問題Jに着眼する場合には、狂犬病

予防法、家畜伝染病予防法、感染症予防法がある。このうち、狂犬病予防法は、在

犬病の予防、まん延及び撲滅を目指して「公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を

図ることを包的とする」法律である（第1条）。狂犬病は、 P甫乳類全般に感染する

病気であって、「ネコ」も感染リスクを有する。このことは法も明確に認識すると

ころである（第2条第1項第2号）。しかるに現行法の構えは、「犬」だけに規制が

かけられ「ネコ」に対しては、現在、全くといってよいほど脆弱なものとなってい

る。他方、本法の保護法主主は「人」にある。すなわち自然生態系保全を想定してい

ない。しかるに前述のように、狂犬病は、崎乳類全般に感染し得るので、我が国の

在来固有種の保全や希少種、絶滅危倶種（国の特別天然記念物）の稜の保存ないし

は自然生態系保全に対しでも、同法は機能すべく、そのための抜本的な見直しが必

(17）同法は、「狩1iK可能区域以外の区域において、又は狩1iil期間ー…・・外の期間に狩猟鳥獣の捕
獲等をした者」を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するJ（第83条第1項
第2号）。
(18）中央環境審議会「移入干動す策に関する措置の在り方について」（平成15年12月） (https:// 

、円円v.env.go.jp/counciνtoshin/t13・h1505/031203c-l.pdf)3頁。
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要なのではないかと考える（19）。家畜伝染病予紡法や感染症予妨法も同様の諜題を

抱えていると考える。なお筆者のこの視点は、世界保健機構（羽在王0）も提唱する

“One World, One Health" <20lの考え方にも合致するものと考える。

最後に自然生態系保全に関する主要法制度を列挙すると、「絶滅のおそれのある

野生動植物の種の保存に関する法律J（以下、「種の保存法jという。）、文化財保護

法、生物多様性基本法、自然公園法、自然環境保全法を挙げることができる。しか

るにこのいずれも「ネコ問題j解決（外来種対策）を主眼とする法律ではなく実効

性に乏しい。

種の保存法は、「絶滅のおそれのある野生動植物」あるいは「希少野生動植物種j

の保護を目的として制定された法律なので、「希少」なる存在にならない限り法的

保護の対象とならない（第1条、第2条）。在来種・間有穏を「希少Jなる存在に

させないための事前救済的、予防原則的措置を、本法は用意していない（21）。また

同法の保護法益たる対象種は、国内希少種130稜を挙げるに留まり、その守備範

凶は非常に狭いといわざるを得ない。また同法の規制内容は、圏内種については、

(1）捕獲等の禁止（第9条）、（2）譲渡等の禁止（第四条）、（3）輸出入の禁止（第15

条第l項）、（4）販売等呂的の隊列又は広告の禁止（第17条）を定めるのみであっ

て（22）、いわゆる「外来種jからの侵裂に対応したり、保護増殖ないし生息環境の

(19）我が関の外来種対策に関する法整備の課題に言及するものとして、高橋満足ま「外来穫に対

する閣内規制ーーささえる前に虫を追え一一jf環境と公答jVol.33, No.2 (Oct. 2003) 
10-15頁がある。
(20)WHOのホームページ（http://www.who.int/features/qa/one-health/en/（汲終確認日

2018年11月10日））を参照のこと。なお、「特集 One Healthの視点からみた感染症

の現状と対策JI最新将卒j第72巻第4号（通巻第922号）も併せて参照‘のこと。
(21）この点につき、ニュージーランドの「1921-22年動物の保護及び1守番！lに関する法律J(the 
Animals Protection and Game Act 1921・22）では、その保護対象をニュージーランド

全土に生息する鳥類、終虫類を含むすべての在来手主であると規定する（第2条）。すなわ
ち我が国のように希少穫、絶滅危倶主主になって初めて法が機動する設計となっていない。
また同法において設定される自然保護区（サンクチュアリ）においては、 1908年長観保

全法（theScenery Preservation Act 1908）も述動させ（第6条第3項）、かつ公共工

事については、同法が1908年公共工事法（thePublic Works Act 1908）の上位法とな

る設計となっている（第7条第1項）。併せて、早矢仕有子「ニュージーランドにおける

鳥類保全と生態系復元Jf札幌大学総合論叢i第31号（2001年） 251頁を参照のこと。
(22）国タ地についても本文の（1X2X4）は遵守事項とされるが、（3）の輸出入については「禁止jで

はなく、経済産梁大臣の承認が下りれば許可されるようになっている（第15条第2項、

外国為替及び外国交易法第48条、第52条）。
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保全、改善といった設計はない。さらには私有地においては地権者の同意がない限

り法執行ができない（第3条）。また希少稜保護を目的とした立入制限地区の指定

についても地権者の同意を前提とする（第38条第2項） (23）。

前述の法の守備範囲の狭さについては、文化財保護法も同様である。文化財保護

法は、「我が固にとって学術上価値の高いもの」（これを伺法では「記念物jと称す

る）のみを保護法益とし（第2条第1項第4号）、そこでの選出径は、非常に限定

的である。その保護方法も、害鳥獣に対する事前・卒後の対策といったものではな

く、現状変更を禁止するのみである（第125条）。

生物多様性基本法は、「国は、生態系に係る被害を及ぼすおそれがある外来生

物……等について、飼養等又は使用等の規制、 l訪！徐その他の必要な措置を講ずるも

のとする」（第16条）と規定するが、ここにいう「飼養等又は使用等の規制、防除

その他の必要な措置」に関する実効性ある具体の制度設計は必ずしも十全であると

はいえないと考える（24）。ましてや勤愛法において「愛護動物J（第44条第4項第

1号）に指定されるネコが規制対象の場合、動愛法への配慮も入り込んでLくる。野

生動物、家畜、ペットあるいは保護稜・外来種全てを視野に入れて、当該関係諸法

（所轄行政庁）の連携性・整合性を綴密に図る検討を、我が国は早急に進めるべき

(23）この私有地規制の前提条件としての地権者向怒条項は、種の保存訟の他、鳥獣法第17条
及び第69条にも存在する。これは土地所有権等財産権の保1?;1（日本国滋法第29条第1
攻）に他ならない。しかるに穫の保存法が目指す絶滅危倶稜の保存、生物多様性の確保

（第 1条）や鳥獣法が副首す~物多様性の確保、国民生活環境の保全及び淡林水産業の健

全な発展（第1条）は、一地権者の祈ジfiJと対抗関係を形成し得るのであろうか。むしろ
国民生活における公益実現や国際社会との合意としての穏の保存（生物多様性保全）と

いった国主主実現に対して、地権者の適正な土地管理義務こそが成文化されるべきなので

はないかと考える次第である。筆者のこの問題提起に関しては、神山智美 f土地所有者
の管理義務と狩猟者のアクセス権を考える一一ペンシルパニア州を事例として一一Jf富
山大学紀要．宮大経済論集j第60巻第3号（2015年） 29頁以下、及び拙稿「我が国の
動物関迎法体系における鳥獣保護管理行政、外来種対策及び動物愛護行政に！犯する法解
釈学的、 i法政策学的観点からの課題提供jf森林野生動物研究会誌j第43号（2018年）
96頁も参照されたい。
(24) I司法第27条には、「地方公共団体は・…ー国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共
団体の区域の自然的社会的条件に応じた生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関す

る施策を、これらの総合的かつ計画的な推進を殴りつつ実施するものとする」と規定し、

かっこれを受けて「地域における多様な主体の述携による生物の多様性の保全のための

活動の促進等に関する法律J（平成22年法律第72号）も成立しているが、管見ながら、
現場では、自治体問の温度差、法務能力の格差、 NPOや地域住民との協働の有無等、な

かなかうまくいっていない現状は垣間克られる。
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であると考える。

こういった問題は、国立公園、国定公図においても見受けられる。自然公園法

は、自然環境保全法向様、いずれも生態系維持回復事業（自然公園法第38条以下、

自然環境保全法第30条の2以下）を規定する。すなわち特別地域及び特別保護地

区を指定し野生動物を保護し（自然公翻法第20条第3項第13号、第21条第3項

第9号）、かつ家蓄を含む外来穫の放出行為を禁じる（自然、公園法第20条第3項

第14号、第21条第3項第4号） (25）。が、同法の規制i事項は「放出行為」のみで

ある。自然環境保全法も、公有地に限って「生物の多様性の確保その他の自然環

境の適正な保全」を目的として、原生自然環境保全地域（第14条）並ぴに自然環

境保全地域（第22条）、特別地区（第25条）及び野生動植物保護地区（第26条）

における、家畜を含む動物の放出行為を禁じている（第17条第1項第11号、第

23条第2項第3号、第4号、第25条第4項第5号）。しかるにこれら動物の放出

行為禁止は、特定地域（国公有地）における放出を禁じただけであって、当該エ

リアに近隣接する私有地での放出行為あるいは屋外飼去を（放し飼い）に対しては、

現行法では対応できない。動物は移動するのである。動物には法の壁は見えない。

またすでに「放出」され生態系への悪影響が懸念される種（個体）への実効的アプ

ローチも本法にはない。

生態系保全や外来種対策とは、時間との勝負である。機を逸すればそれだけ解決

は困難となり、それに費やさざるを得ないコスト（人、モノ、カネ、時間）は計り

知れなくなる。また当該問題は地域の箇有性、特殊性も多分に有する。従って即応、

的・実践的な方策とは、実は国家法の抜本的見直しではなく、地方公共団体ごと

に、同法の規制範間拡大条例（いわゆる「横出し条例J）や規制強化条例（いわゆ

る「上乗せ条例J）あるいは独自条令を制定して、それぞれの地域特性を考慮しつ

つ、私有地に対する規制を積極的に展開することであると考える。固と地方とが相

互に緊密な連携を取りながら協働してこそ、当該テーマは隙間のない制度設計にな

るように考える。

(25）なおこの外来稜放出行為の禁止は、特別地域における「風致の維持に彩響を及ぼすおそ
れがあるものとして」規制されるので、「風致」と無関係の場合には当該規定は発動され

ない可能性は法解釈上高いといわざるを得ない。
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(2）動愛法における定義規定の欠如浸びそれに伴う法の適用範囲の不明

確性

動愛法には、定義（解釈）規定が存在しない。例えば動物を「飼養Jするとは、

如何なる行為（状態）を指すのか、法は何も語っていなし、。同法には「飼養」、「保

管」、「管理」（以下、「飼養等Jという。）といった用語が随所に散見されるが、そ

れぞれ如何なる文脈において概念を使い分けているのか。

「飼養」等の定義がないということは、動物を飼養等する者が動物又は地域社

会に対して、如何なる責任を負うべきかという議論にも少なからず影響を及ぼす。

例えば「放し飼いJというのは、そもそも「飼育Jに当たるのか。あるいは「保

管Jないしは「管理Jされている状態といえるのか。また別の角度から考察する

に、「放し飼いJは、動物を放置することに他ならないが、当該行為と動愛法で禁

じる「遺棄jとは、どう区別するのか。他方、屋外に放置すれば、それは常時、寒

暖風雨に爆され、かつ天敵、感染症、交通事故等の危険にも見舞われ、こういった

こと自体、ペットの健康保持、安全確保の観点から消極的虐待（ネグレクト）、動

物愛護の視点から違背行為にはならないのか。

他方、ノラネコへの虐待行為は、今日法案務上では、同法による処罰対象として

いるが（26）、本源的にノラネコは向法の適用範囲に入るのか。動愛法の前身である

ところの「動物の保護及び管理に関する法律Jでは、ノラネコが「保護動物jの範

暗に入ると解する通達が存在したが（27）、現行法上、ノラネコが「愛護動物」に入

るかどうかは、笑のところ判然としないように考えられる。というのは、河法の

適用範囲たる「動物Jとは、「人が占有している動物Jに限定しているからである
（第44条第4項） (28）。例えば、常識的に考えて、ネコ嫌いの人がノラネコを邪魔

(26）前掲設（16）を参照のこと。

(27）「動物の保護及び管理に関する法律第四条に規定する f保護動物jの解釈について（閏
答）J（平成元年10月24日総管第473号）。
(28）動愛法のコンメンタールである前掲（14）の f助物愛護管理業務必携l5頁にも、動愛法第
1条にいう「動物とは、条文上明らかにされているものではないが、人との関わりがあるも
のが想定されていることから、純粋な野生状態の下にある動物は含まれないものと考えら
れるJとある。同趣旨のものとして、東京弁護士会公害・環境特別委員会編 f動物愛護法
入門一一人と動物の共生する社会の実現へi（民事法研究会平成28年） 11頁。なお平
成11年の動愛法改正に際して、国土・環境委員会から衆議院に提出された約千苦決議の第
2号には、「年少者による動物虐待の事例が社会的な関心を呼んだことにかんがみ、動物が
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な存在として追い払っても（無論追い払い方にもよるが）、直ちには動愛法違反と

はならなかろう。何人もノラネコに給餌その他の「飼養Jないしは「管理jをしな

かったことで当該ネコの健康状態が悪化し死亡したとしても、あるいはネズミ駆除

を自的として家屋周辺や田畑に殺鼠剤を散布し、それをネコが誤食誤飲して死亡し

たとしても、地域住民が動愛法に基づく法的責任を追及される、あるいは社会的・

道義的責任を追及されることはおよそ考えられない。すなわち地域住民にはノラ

ネコ（無主物）を愛護する義務もなければ義理すらない。向法は、「動物が命ある

ものであることにかんがみJ（第2条）、「動物の健康及ぴ安全の保持等の動物の愛

護に関する事壌を定めて国民の聞に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛

及び平和の情操の沼養に資するJ（第1条）ことを目指してはいるが、しかるにそ

れは地域住民にノラネコに対する給餌給水を責務として課す、あるいはそれを推奨

するものとは到底解し難い。しかしながら、その一方で、「人が占有していない動

物J（無主物）たるノラネコへの積極的、作為的な殺傷行為は、実務上、同法にお

ける殺傷罪（2年以下の懲役刑又は200万円以下の罰金刑）を構成する。ノラネコ
ネグレクト

に関する向法の犯罪行為構成要件は、作為のみが処罰対象で、不作為による場合

は、犯罪を構成しないという建付けになっている。これをどう解釈すべきか。

他方、ノラネコに定期的に給餌給水する者は、当該ネコの飼い主と解し得るか。

当該ネコに起因する何らかの近隣トラブルが発生した場ー合、給餌給水する者に法的

ないしは社会的責任を追及することができるか。この点につきドイツの一部の自

治体では、給餌給水行為を以って「飼養jすると解するので、従って無主物たるノ

ラネコへの定期的な給餌給水をする者は飼い主とする法的擬制を為し、飼い主責任

としての不妊去勢処置及びマイクロチップ等所有明示を罰則付きの法的義務とし

て課す法制が整備されている（後述の第3章を参照、のこと）。

いずれにしても同法における概念定義の不明確性・漠然伎の問題は、飼い主の責

命あるものであることを踏まえ、野生動物の保設を含め人と動物の共生を前提とした適正
な扱い方について、特に、幼児教育・学校教育等において適切な措置がとられるよう努め
ること。」（傍点筆者）（第146回国会 国土－環境委員会第5回（平成11年12月14日）
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/s阻 giin/146/0013/14612140013005a.html（最終

確認日 2018年11月10日））とあり、野生動物まで「愛護jの対象とすべきとの指摘を
確認することができる。しかるに当該見解は、明らかに前述の動愛法が野生動物を適用
除外するという通説的解釈と食い違う。この解釈の“プレ”もやはり、前述の通り、同法
に定義（解釈）規定が存在しないことと無関係ではないように思われる。
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任領分の不明確’性、飼い主の無責任行為に対する規制jの不十分性にも逮勤し、さら

にはペット由来の様々な社会問題一一公害、人獣共通感染症、自然生態系破壊一一

解決に対する他の法政策（制度）の実効性にも様々な悪影響を与えてしまっている

のではないかと、筆者は懸念する。

(3）動愛法が目指すベットの飼い主責任の漠然性・不十分性、友びそれ

に連動する規制・取締り行政の脆弱性

自然生態系保全にせよ、茨：尿等悪臭公害、人獣共通感染症その他公衆衛生上の問

題にせよ、ネコ問題解決に向けた実践的アプローチとは、本稿冒頭でも触れた通

り、 (1)1呆護法益の脅威となっている又はそのリスクがあるネコの会個体排除ないし

は根絶、そして（2）新たなる脅威を発現させないようネコの連立飼養の徹底化に尽き

る。なお飼養の「適正性jという概念には、ふたつの意味合いがあるように考え

る。ひとつは、ネコ（ペット）への愛護（福祉）的飼育・管理といった観点からの

「適正性」である。もうひとつは、先に列挙したネコ問題（社会的害悪）を発現さ

せないよう予防措置としての「適正性Jである。換言するならば〈ペットを飼うこ

とに対する社会的責任〉としての「適正性Jである。前者にいう「適正性jの確保

について動愛法は、（1）「適切な給餌及び給水」、（2）「必要な健康の管理」、（3）「そ

の動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保J（いずれ

も第2条第2項）を飼い主に法的義務として課している。当該義務違反は、向法

第44条第2項によって「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」に処せられる。

しかるに後者にいう「適正性」については、現行法は、（1）感染症予防（第7条第2

項）、（2）繁殖制限措置（第7条第5項、第37条）、（3）所有明示（第7条第6項（29))

について、また屋内飼養については同法の下位規範たる家庭動物飼養基準で、明記は

されるものの、そのいずれもが「努力規定」であって、すなわち自律的規制に委ね

る（モラルに訴える）に留まり法的強制力を有しない。実効性（実現可能性と持続

可能性）に乏しい制度設計といえる。管見ながら「ネコ問題」は、現行の勤愛法

の脆弱な体制にも、その端緒を有するのではないかと考えている（30）。加えて平成

(29）動物の所有明示の具体的措援については、「動物が自己の所有に係るものであることを明

らかにするための措置J（平成18年環境省告示第23号）を参照のこと。
(30）この点については、前掲註（23）の拙著93頁以下も参照されたい。
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24年の動愛法改正に伴う衆参両院の附帯決議（31）は、その解釈を巡って捕獲ネコ

の引取りに対する自治体の対応に混乱を生ぜしめてしまっているのではないかと

懸念する（32）。

現在我が固における飼いネコの頭数は、 952.6万頭とされ（33）、そのうち不妊去

勢されていない率が17.4%（調査対象数720人）である（34）。このうちどの程度

が放し飼いされているかは定かではないが、ネコは、季節性多発情動物といって、

(31）「5由物の愛護及び管理の推進に関する件（平成24年8月28日 衆議院環境委員会決議）」

第8号l土、「飼い主のいない1誌に不妊去勢手術を施して地域住民の合意の下に管理する地
域猫対策は、 1誌に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑
み、官民挙げて一層の推進を図ること。なお、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫

の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、やむを得ず引き取る際には、

11/iの所有者又は占有者を確認しつつ関係者の意向も踏まえた上で、引取り後に譲渡の機
会が得られるよう最大限努めるよう、各地方自治体を指導すること。jと鏡定する。なお

参議院も同日に同文の附苦手決議をしている（「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を

改正する法律案に対する附帯決議（平成24年8月28日 参議院環境委員会）」第8号）。
(32）現在、全国の自治体に広がりを見せている「殺処分ゼロJキャンペーンは、それ自体批判
されるべくもなく、筆者自身、強力に推進されるべきものと考えるが、しかし、それと

動物愛護センター（行政）の「引取り拒否Jとは次元を異にする問題である。本来目指
すべきは、殺処分される個体（不幸なる存在）をゼロにする、まさに文字通りの事柄で

あって、行政が引き取りをゼロにするといった短絡的な問題ではない。行政が引き取ら

なかった個体が、その後如何なる逮命に燥されるか、そこを推察し行動するのは、行政の

J!H壬（使命）と考える。なお、この点にl羽逃して行政から引取り拒否を受けた業者が、こ
んどは「ヲ｜取り屋Jと称する別業者に俗体（在庫）引取りを委託するといったことが問題
視されている。自治体による引取り拒否の延長上に、果たして法が終局的に目指す「人

と動物の共生する社会の実現を図る」（動愛i法第1条）ことが笑現されているのか。祭者
は甚だ疑問が残る。この点に関して朝臼新開2015年3月24日「f引き取り屋jというm
f殺さずに、死ぬまで飼う。ベット店には必要な荷売でしょj」他、当該記事を執祭した朝
日新聞記者の太田匡彦氏の一連のルボルタージ、ユを参照‘されたい。彼の一連の記事は朝

日新聞社が運営する Isippo （シッポ）Jという総合情報webメディアで鈎読することが
できる（http://sippolife.jp/index.html）。なお、以下の報道も参照されたい。神奈川新

Ii百2016年12月31日f犬猫『殺処分ゼロjの県方針に疑問や批判 ボランテイアに負
担集中」（http://www.kanaloco.jp/article/222178）。
(33）白本経済新聞2017年12月22日「1誌の数が犬を上回る 飼育実態調査で初めて」

(https://www.n泳kei.com/article/DGXJMZ02497181087A221C1000000/ （古説明；rg認日
2018年11月10B））。
(34）一般社団法人ベットフード協会が行った「平成29年全国犬猫飼育実態調査Jの「猶
飼育・給餌笑態と支出J(http：／／帆rvw.petfood瓜 jp/data/chart2017/6.pdf（最終確認日
2018年11月10日））。なお平成15年7月に内閣府が行った調査では、「手術をしていな

いjと答えた者の割合が28.1% （調査対象数235人）となっている（https://survey.gov-

online.go.jp/h15/h15・doubutul2-l.html（汲終確認日 2018年11月10臼））。
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る。ノラネコにフォーカスした写真集やテレビ番組、また「（ノラ）ネコ島jなど

と称される観光地も人気を博している。しかしノラネコは、室内で適正鈎養される
いのち

ネコに比して確実に短命、すなわち《不幸なる存在〉である。動愛法がノラネコを

も、その適用の範鴎に収めると解するのであるならば、まずは法が目指すべき事柄

とは、ノラネコの生活環境に潜在する受難（リスク）を排除することではなかろう
いのち

か。それは換言するに、ノラネコという不備な存在を、この社会から一匹でも無く

すこと、そしてノラネコを再生産しない社会を構築することに尽きると考える。現

行法がノラネコ（＝ホームレスのネコ）に対して色色遁’を宛がわないまま“愛

護”を目指すというのは、ある穫の論理矛盾ではないか。

現在、国は、ノラネコ対策として「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジ、エ

クトJを推進しており、そのひとつが「地域ネコJ活動である（37）。が、筆者は当

(37）「地域ネコ」とは、「ノラ1誌を不妊去勢手術の徹底、エサの管理、フンの清掃、周辺美
化など地域のルーJレに基づいて適切に飼育管理し、ノラ猫の数を今以上に増やさない
で一代限りの生をまっとうさせることで淘辺住民の認知が得られた猫Jをいう（黒浮
泰 f「地域猫Jのすすめーノラ猫と上手につきあう方法J（文芸社 2015年） 7、56頁）。
なお環境省の「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジ‘エクトjの概要については、

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/projecUactionplan. nl （最i冬確認、日 2018
年12月25臼）を参照．のこと。
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図1
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3実（https://www.env.go必／nature/dobutsu/aigo/2_data/pampνh2305a/03.pdf
（議終確認日 2018年2月17日））

栄養状態にもよるが生後4～12か月で繁殖能力をもち 1年間で2～4回出産する。

1回の出産で産まれる個体数は平均で4～8頭である。またネコは交尾によって排

卵が誘発されるという交尾排卵動物なので効率よく確実な繁殖が見込まれる。す

なわちネコは、何らの処置も施さなければ、年を追う毎に急激に、ネズミ算式に

増殖する（図1）。ドイツの報道番組“DieWelt，，は、 2015年11月19日の番組

の中で「ネコ問題」を取り上げたが（35）、その中で雌雄一対のネコを不妊去勢せず

に、そのまま屋外放置すると、一部は天敵からの襲撃や交通事故などで死亡すると

しても 3頭くらいは生き延びると仮定し試算すると、 1年後には 12頭、 2年後に

66頭、 3年後に382頭、 4年後に2,201頭、 5年後12,680頭、 6年後73,041頭、

7年後には42万頭といった具合に；爆発的に増殖していく研究結果を公表している。

これは約5.5～5.8倍のペースで増殖する試算である（図2）。

ノラネコは、飢餓や縄張り争い、そして寒暖風雨に繭され傷病するリスクの他、

天敵からの攻撃・捕食リスク、交遂事故リスク、感染症，龍患リスク等、確実に室

内飼養個体よりも短命であるとされる（36）。現在我が国は、空前のネコブームであ

(35) https://www.welt.de.八;vissenschaft/article149044301/Neue-Katzenverordnung-
Hausarrest-oder-Kastration.html （最終確認日2018年2月17日）
(36）飼いネコは、近年の獣医療の進歩と食生活や生活環境の改善により、会体の約3割が10

歳以上の長寿である一方で、ノラネコは、 4～5年の寿命であるとされる（「住宅密集地に
おける犬猫の適正飼養ガイドライン」（環境省平成22年2月） 7、18頁）。
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該施策には懐疑的である。地域住民は、四六時中、ノラネコを管理できるわけでは

ない。傷病個体を住民が発見すれば治療の余地もあろうが、これはあくまでも事後

対応にすぎず、動物愛護ないしは動物福祉の観点からの予防措置にはなり得ない。

たとえ残飯や糞尿の処理を徹底したとしても庭などを荒らしたり、当該地域の固有

種・在来稜への侵袈・捕食、さらには人獣共通感染症やウイルス等の機械的伝播に

ついて、当該活動は無力である。またこの「地域ネコJ活動は、根本問題として無

責任、身勝手な餌やり行為や遺棄行為を法的に厳に禁止させない限り、 地域その

ものが“殺処分のない第二の動物愛護センター”、ペット版“赤ちゃんポスト”と

化すのではないか。地域が永続的に負担しなければならないコスト（人、モノ、カ

ネ、時間）も酪酌するに、当該活動は、出口の見えない方策（エンドレスゲーム）

であるかのように思われる。

ペットは、ブーム化、ブランド化され一時は持てI殺されるが、まさに“一時”の

ものである。飼い主の手から離れた瞬間に、そして人間の都合如何で、外来種、外

来生物、筈獣、狩猟鳥獣などとレッテルを張られ、こんどは駆除対象となる。同じ

く“命あるもの”でありながら、その“命”の運命を決定するのは、全て人の意思

である。動愛法が自指す「入と動物の共生する社会の実現J（第1条、第2条）と

は、人にとって有益か無益か、害慈を生むか否かで線引きし一定の動物を排除する

ことではあるまい。たとえ健全な人間社会を保持するために、結果として一部の動

物を排除しなければならないにしても、そういった動物を少しでも減らすことに対

して法が挑戦し続けていかなければ、それは人間中心主義（anthropocentrism)

に埋没し、不幸・不問な“命”は永遠に再生産され続けることとなる。動愛法の根

本理念を実現する具体的設計は、未だ、十全ではないと考える（38）。

(38）本稿では、紙幅の関係で詳細な考察は別稿に談らざるを得ないが、私見によれば、現行の

動愛法体制は、動物「愛護」と動物「福祉Jという全く異なった概念（理念）を明確に区
別できていないと考える。そしてその双方とも十全な制度設計には至っていないのでは

ないかと考えている。拙著「動物図法学事始め 第1回動物図とは何か法学の筏点
から考える」 f環境と正義j193号（2017年） 11夏、拙著「我が国の f水族館jを取り
巻く法環境に関する法解釈学的及び法政策学的考察一一いわゆる fイルカ問題iにも触
れながら」 f博物館研究j53巻11号（605号） (2018年） 18”23頁。また上野吉一－武
田庄平 f動物福祉の現在一一動物とのより良い関係を築くために一一j(J良林統計出版株
式会社 2015年） 7頁以下、 19頁以下。また本稿註（52）に挙げたフランス法の捉え方

も参照されたい。
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(4）動愛法は、ぺツトカf外来種になり得るリスクを想定していないこと

およそ自然、生態系保全ないしは人獣共通感染症等公衆衛生行政の要である外来

稜対策とは、以下の3つのアプローチが問符並行約に展開されなければならないと

考えられる。すなわち、（1汐十来種の国（地域）内への侵入を米然に防禦する輸入検

疫等水際規制、（2）ネコ等のペットや家畜を包含した外来種の放出規制（｛散底管理）、

そして（3）すでに侵入してしまった外来種の駆除及び管理規制である｛39）。しかるに

我が国の法整備はそのいずれもが非常に立ち遅れていると考えられ、かつ動愛法が

外来種対策に大いに干渉してしまっていると考える。現在、世界自然遺産登録を目

指す奄美・琉球諸島の他、小笠原諸島でも、希少な在来固有種（絶滅危慎種）の最

大の脅威とは、ノネコなのだが、このノネコとは、前述の通り、元来は動愛法の保

護法益（愛護動物）たる放し飼いネコやノラネコで、ある。また後述の返り、奄美な

ど集落と山林（アマミノクロウサギ生息地）とが近接しているところでは、山林か

らノラネコや放し飼いネコが度々発見されており、そうするとこれらとノネコは外

観上の見分けは実際上不可能である。すなわち現行の国家法に従う限り、ネコ（外

来稜）対策を講じる際、動愛法への配慮が常に介在することとなるのである。これ

をどう評価すべきか。しかるに問題にこれに尽きない。すなわち、奄美における最

新の調査・研究によると、写真1のようにTNR<40lを施された「桜耳ネコj、すな

わちノラネコが定点カメラに映し出されているのだ。そしてそこから以下の7点の

論理的帰結を導くことができる。すなわち、（1）アマミノクロウサギ、の生怠地には、

ノネコの他、ノラネコも侵入し得ること、（2）ノラネコが侵入し得るということは、

それと同一空間に居る放し鈍いネコも同じくアマミノクロウサギの脅威であるこ

と（写真2）、（3）ノラネコ、放し飼いネコが山林と地域集落を自由に往復・俳倒し

ているのであれば、実は「ノネコjと目される個体であっても、時として地域集落

に出没する可詑性はゼロとはいい切れず、すると「ノネコJという存在は、あくま

(39）前掲註（19）の高橋論文10頁以下参照。 ー

(40)TNRは、ノラネコ（無主物）の将来的減少を見込んで千丁われる公共的事業であって、具
体的には、ノラネコを捕獲し（Trap）、不妊去勢手術を施し（Neuter）、再度捕獲場所に
放す（Return/Release）というものである。そして地域によっては処置済みの徴証とし
て耳の先端をV字にカットするのであるが、その外観が桜の花びらのように見えるとこ
ろからTNR処置済ネコを「桜耳ネコjと一般に呼称されるのである。
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でも概念上の産物に過ぎないのではないかということ（41）、（4）狩猟鳥獣たるノネコ

のみを鳥獣法に基づいて捕獲を試みようとしても、現場ーでは、ノネコ以外にノラネ

コや放し飼いネコも同居しているわけであるから愛護動物（動愛法の保護法益）の

錯誤捕獲（混獲）のリスクは常在すること（42）、（5）少なくとも奄美における絶滅危

倶種対策（生態系保全政策）としては、ノネコにターゲットを絞るのはナンセンス

であるということ、（6）少なくとも奄美におけるネコ（外来種）対策は、動愛法が工F-

渉要因となっていること、（7）奄美においてTNR事業は、自然生態系保全という祝

点からは、全く以って無意味で‘あること（43）、なお付言するに（8）いわゆる「地域ネ

(41）結局「ノネコJであるという確証を得るには、符の内容物、紫、被毛の成文分析をす
るしかないのである。しかるにそのための前提作業としては、休日猿Jしかないのであ
る。従ってβNXi法その他の我が図の外来種政策が「ノネコJを捕獲対象としている段階
で、理論的行き詰まり感は否めず、当該ii河！交の実効性にも疑問符がつく。なお鳥獣法制
定をめぐる図会審議においても、このノネコの定義をめぐり、その不鮮明な実態につ

いて質疑が繰り広げられている（第43回国会j良林水産委員会第17号（昭和38年3月

12日） 6頁の湯山男氏（衆議院議長）と若江別忠氏（林野庁指導部長）との質疑応答
(http刈tokkai.ndl.go.jp/SENTAE叩／syugiin/043/0408/04303120408017.pdf（最終確

認日 2018年11月10臼）））。
(42）しかしながら外来種対策を展開する上で、錯誤捕獲 (i足袋）を恐れていては一向に前に進

まないようにも思われる。だからこそ飼い主の権利を保際する上でも、また動物愛護の

視点からも、マイクロチップ装活や首輪、登録の義J)f付け等の制度設計は肝婆であると

考える。
(43）奄美における課題の核心は、アマミノクロウサギ等の絶滅危f財宝・希少穏をネコの佼袋・捕

食から保全することである。しかるにTNRは、ノラネコのみをターゲットとし一一ーすな

わちノネコと放し飼いネコにはTNRは行われない一一、かっ繁殖能力しか奪わない。移

動能力、侵裂能力・捕食能力（食欲）を奪取するものではない。そしてTNRは、繁殖集団

の規模にわずかでも）~摺iを及ぼすためには、毎年、地域のノラネコの全体頭数の 57%以上

の捕獲と不妊去勢（あるいは殺処分）が必要であるとする笑託研究も発表されている。 cf.
McCarthy RJ, Levine SH, Reed JM, Estimation of effectiveness of three methods of 
feral cat population control by use of a simulation model. Journal of the American 

VeおrinaryMedical Association(JAVMA), Vol 243, No. 4, August 15, 2013, p.502. 

doi: 10.2460/javma.243.4.502.なおJ.K Levy et al., Effect of high-impact targeted 

trap-neuter-return and adoption of community cats on cat int ake to a shelter. The 

Veterinary Jourτial, 201(3), 2014, p.270. doi: 10.1016/j.t吋1.2014.05.001では、 51

%以上と報告しているが、いずれにせよ毎年全体の過半数を超える処置を継続していく必

姿があり、これは実際上極めて函維である。また新たに巡棄されたり、当該地域以外か

らの流入もあり得ることから（LongcoreT, Rich C, Sulliv姐 LM,Critical assessment 

of claims regarding management of feral cats by trap-neuter-return. Conservation 

Biology 23(4), 2009, p.891.doi: 10.1111/j.1523-1739.2009.01174.x.）、このTNR事業

は、自治体が税金が投入される公共政策である場合、やはり再考されなければならない
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コ」政策（44）も、奄美においては有効な手段ではないと考えられること、である。

写真1

アマミノクロウサギ生息域で撮影された「桜耳ネコ」（τ'NR個体）
惜の写真は、アマミノクロウサギ生息域で撤彩されたものであるが、ネコの右耳先端がV
字にわトされている。これを一般に「桜耳ネコjというが、これはTNR(Trap-N叫 er-

Return/Release）された徴証である。 TNRのターゲツトはノラネコのみである。すなわ

ち奄美大島のアマミノクロウサギ生息域では、ノネコの他にノラネコも出没し得るという

ことである。この一枚の写如、自然生態系保全に対するTNRの無跡性、そして我が

国の外来種対策における制度設計上の課題を浮き彫りにしたと言平解し得る。
写真提~13t ・輿 克樹（なお、この写真は、同氏のプログにも掲殺されている（http://am紅ni.
exblog.jp/22862406／）。）

と考える。なお併せて、遠藤真弘「諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況一一イギリ

ス、一ドイツ、アメリカ一一」 f調査と情報jNo.830, 2014, p. 9も参照のこと。
(44）ネコの被食者としてのアマミノクロウサギやヤンバルクイナ、あるいは固有種たる小動
物、 F'i:.虫などを保全するためには、唯一、総食者と被食者とを向一空間に同居させないこ
とに尽きる。すでに同居してしまっているとするならば、捕食者をそこから可及的速や

かに排除することがまず何よりも肝姿と考える。しかるにそういった意味においては、

いわゆる「地域ネコjも、奄美大島・徳之島のように集怒と山野（アマミノクロウサギの

生息地）とが非常に近接している場合には、ノラネコ・ノネコと同等の空警戒が当該政策

を検討する上では必要になると考える。このレベルの被食者保護の問題は、ネコにワク

チン接種、不妊去勢手術を施したか否かは関係ない。その意味で衆参「附帯決談」は、こ

の「ネコ問題jの一面しか捉えていない。
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写真2

朝日新聞2017年2月2日「絶滅危慎重Eのウサギをくわえたネコ 徳之島で被答搬彩J
(http：／／帆仰.asahi.com/articles/ASK224T52K22TLTBOOJ.html(2017年8月22日取
得））。写真のキャプションには、「アマミノクロウサギをくわえたネコ＝鹿児島県徳之島

町手々、 1 月 18 日午後8 時 2~ 分、環境省提供」とあるが、このネコは、首輪をつけてい
る。すなわち「放し飼いのネコjということであり、 TNR個体（ノラネコ）同様、ペット
のネコも、アマミノクロウサギ等閑有在来種の脅威になり符るということである。

ネコは、飼いネコやノラネコといった人との関わりを持っている状態では動愛法

が「愛護動物」として保護する。しかるにこれが完全野生化し“ノネコ”と呼ばれ

た瞬間に「狩猟鳥獣」として鳥獣法に移管される。ノネコは、 2015年以降、「我が

国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」（45）の「緊急対策外来種」

にも指定され駆除（捕殺）対象とされている（46）。このような法解釈は、ネコの生

(45）環境省のホームページ（http：／／＼＼哨w.env.go.jp/press/100775.html（最終確認日2018年
11月10B））を参照のこと。

(46）環境省及び決林水産省が指定するのは、あくまでも「ノネコ」である。また日本生態学

会が緩めた「日本の侵略的外来種ワースト lOOJも「ノネコJを指定する（前掲（15）の
f外来事長ハンドブ、ノクj362頁）。すなわち我が留の場合、動愛法への配慮からか、ノネコ
の制ミ（供給源）であるノラネコや放し飼いネコ、すなわち「イエネコ」全般に対するア

プローチではない。これに対して、本干潟冒頭で示したIUCNの程の保全委員会が定めた
「世界の侵略的外来種ワースト lOOJでは「イエネコ」を指定する。ノネコ、ノラネコ、放

し飼いネコは、あくまでも人への依存度、人との関係性（距隊感）を劉酌した社会的分類

にすぎず、しかるに自然生態系への影響を考えると当該分類は何ら意義を有するものでは
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息環境ないしは人との関係性（依存性）に依拠した社会学的分類と考えられるが、

しかるにこの分類法に依拠している限り、奄美のように地域集落と山林が地理的に

近接する地域（自治体）では、実効性・即効性を以ってネコ（外来種）対策ないし

は絶滅危倶種対策（自然生態系回復・保全政策）を遂行することは極めて困難であ

ることが判明した。ネコ問題に対する抜本的解決を望むには、ノネコ、ノラネコ、

放し飼いネコといった従来の法社会学的分類法を破楽し、白然生態系の脅威となり

得る存在か否かという二分類法に依拠し、かつ何らかのリスクのあるものは全て法

の網をかけるといった予防原則に基づいた制度の組直しが必要であるように考え

る。なお第4章で叙述する世界自然遺産登録を視野に入れた奄美・琉球諸島におけ

る制度設計は、かような理念の下で構築されている。

ペットは飼養・管理如何によっては、会て外来種、すなわち駆逐を包指す規制j対

象となり得る潜在性を有した存在である。動愛法は、ペットを狩猟鳥獣ないしは緊

急対処外来種にしない法設計を、飼い主やペット関連事業者への法的責任の厳格

化、規制強化という方向で、早急にかつ積極的に検討しなければならないと考え

る。そしてこれこそが真の「愛護」政策であると考える。愛護政策とは、短絡的に

殺処分数をゼロにするという定量的評価の問題ではないと、筆者は考えている。

(5）動愛法が鳥獣法の実効にブレーキをかけてしまっていること一一一動

愛法と鳥獣法の噛み合わせの悪さ

鳥獣法に規定される狩猟鳥獣に対しては、銃猟であろうが街毘猟であろうが、法

定狩猟の範酵であれば、狩猟対象如何を関わず、現場における捕殺が認められる

（第11条）。しかしながら、ネコだけは事情が異なるのである。前述の通り、狩猟

鳥獣たるノネコの生息域とされる山中には、ノラネコや放し飼いネコも同居、自由

俳御している可能性がある。また外観上ノネコを判別することは事実上不可能で

ある。さらにノラネコは、完全なる公定解釈とまではいえないまでも、動愛法上の

「愛護動物」として保護されると解し得る（動愛法第35条第4項及び平成24年同

法改正に伴って発出された衆参両院の附帯決議第8号）。その意味で「ノラネコJ

は、動愛法と鳥獣法の谷間に生息する。このような事情により今日我が国では、ノ

ないように考える。奄美においてTNR個体が山林から発見された今日においては、この

科学的エピデンスに基づいて我が国も外来穏の指定の再考をすべきではないかと考える。
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ネコの現場ーでの捕殺は、｛也の狩猟鳥獣一一イノシシ、アライグマ等ーーと異なり、

慎重にならざるを得ないという事態に陥っている。従って今日奄美に限らず、世界

自然遺産登録地である小笠原の他、沖縄ゃんばる地域や北海道の天売島などでも、

ます、は捕獲後飼い主の探索という作業が介在し、そしてその次が新たな里親探しで

ある。殺処分は極力回避されている。具体的には、（1）捕獲、（2）保護収容施設への移

送、（3踊礎ネコの侮ー病診断・治療、（4）飼い主の有無診断、（5）飼いネコの場合には飼

い主への返還、（6）無主物一ーすなわちノネコかノラネコーーと判断される場合には

収容継続・恕＂化、（ 7）新たな譲渡先（里親）の探索、そして（8）一定期間内に譲渡先が

見つからない場合に限って最終手段としての殺処分、という行程である。侵略的外

来稜たるネコについてこのような〈特別待遇〉をするのは、管見によれば、我が国

のみである。これは動愛法が鳥獣法の実効性にフ’レーキをかける構図、動愛法と鳥

獣法の鳴み合わせの悪さを表わしていると、主在者は考えている。当該卒業は、いわ

ずもがな公共政策である以上、莫大な税金が投入されている現実を忘れてはなら

ない。《捕漉一保護収容ー馴化一譲渡〉を基本として、例外的に〈殺処分〉すると

いった、いわば費用対効果を度外視する、情緒的なソフトアプローチがどこまで維

持できるか。維持されるべきか。抜本的な改革が必要であると、筆者は考える。

第3章 「ネコ問題jに対するドイツ法制の捉え方

結論を先取りするならば、ドイツにおける「ネコ問題」、あるいはペット飼養に

係る問題については、我が国よりはるかに確固たる法体制が構築されている。ま

ず、そもそも論としてのベットを「飼養j、「管理Jするとは、如何なる行動を伴う

概念か、飼い主のペットないしは対世的責任（法的責任）とは如何なるものか、さ

らには問題視される動物に対しては法的に如何なる対処を以って望むか等につい

て、連邦法レベルでは動物福祉法、逮邦狩猟法、動物健康法といった法制が整備さ

れており、それらの具現化には、各州、各自治体レベルの法令が担う。およそ「ネ

コ問題」の事前・事後の防禦体制が隙間なく設計されているようである。
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(1）動物保護法（Tierschutzgesetz（宜'ierSchG),1972) 

同法は、畜産動物、実験動物、そしてペット等、「動物を、我々人類と同じく被

造物として、人類の責任においてJ(aus der Verantwortung des Menschen fur 

das Tier als Mitgesch6pf)、その「生命と幸福を保持するJことを呂的に（第1

条第1文）、「何人も合理的な理由なく、動物に苦痛又は傷害を加えてはならない」

（第1条第2文）と宣明する。同法は、動物への「愛護jと「福祉Jの双方の実現

を企図する法律である（47）。

問法は、何人にも管理されておらず繁殖能力を有するネコ（すなわちノラネコ）

について、その病気や苦痛を軽減し保護する目的で、また地域で増えすぎてしまっ

たノラネコを軽減させる目的で、ノラネコの自由。何回を禁止又は制限したり、又は

放し飼いネコの錦養等する者に対して所有明示や登録を命ずる立法権限を州政府

に授与する（第13b条）。これに基づいて、現在約700の各州各自治体がネコに対

する去勢、所有明示、登録制を義務付ける条例を発布している（48）。例えば、ノル

トライン z ヴェストファーレンナト｜のパターボーン市では、ネコを完全室内飼畿でき

ない場合には、「獣医師による去勢並びに入れ墨又はマイクロチップを入れる施術

をしてもらわなければならない」と義務付ける。そしてノラネコに定期的に給餌す

る者もまた当該ネコの飼い主と看倣し、上記飼い主責任を課すといった内容の命令

を有する。そして当該義務違反に対しては、 1968年秩序違反法等に基づく過料刑

に処せられるのである（49）。またニーダーザクセン州のブラウンシュパイツ市で

(47）同法の制定過程、概要を叙述するものとしては、渋谷敏「動物保護法Jf外国の立法j第
34巻第1・2号（1995年） 208司227頁、格久美子「ドイツのベット法事情」 f法律時報j
第73巻第4号（2001年） 16-23頁、浦JI！道太郎「ドイツにおける動物保護法の生成と
展開Jr早稲田法学J第78巻第4号（2003年） 195・236頁、波長主斉志「ドイツ連邦共和
国基本法改正一一動物保護に関する規定の導入」 f外国の立法214J(2002年） 177-184 
頁、西村安裕「ナチス・ドイツ動物保護法と自然保護法Jf人間環境議集j第5号（加06
年） 55・69頁、諸橋邦彦「欧州におけるベット動物保護の取組みと保護法制Jrレファレ
ンスjNo. 720 (2011年）、 63・86頁がある。

(48）「ドイツ動物保護連盟J(Deutscher’I'ier吋mtzbunde.V.）のホームページ記事
一一“Gemeindenmit Kastrationspfiicht -Kastrations-, Kennzeichnung任 und
Registrierungsverordnungen釦rKatzen.”（https://www.tierschutzbund.de/information/ 

hintergrund/heimtiere/katzen/katzenschutz/gemeinden-mit-katzenkastrationspfiicht/ 

（最終確認日2018年12月28日））ーーを参照のこと。
(49）パターボーン市「公共の安全と秩序の維持に関する公安部命令」（Ordnungsbehi:irdliche 
Verordnung zur Au会echterhaltungder offentlichen Sicherheit und Ordnung im 
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も、パターボーン市と同様の飼い主責任を課す。当該義務違反者には5,000ユー

ロ以下の罰金刑を以って対応する（50）。

(2）連邦狩猟法（Bundesjagdgesetz(BJagdG), 1952) 

同法は、ネコの放し飼いが自然生態系に害悪を及ぼし兼ねないといった観点か

ら、「狩猟保護（derJagdschutz）は、野生動物の保護、特に禽猟、飢餓、感染症

から、また野生化した犬及び猫から（vor wildernden Hunden und Katzen）、さ

らには聖子生動物及び狩猟の保護のために発布された諸規定の遵守の笑効性を担保

すべく、各州、｜を通じて、包括的により詳細な規定を整備するものとするJと規定

する（第23条）。これを受けて各州の狩猟法では、集落から 200～500m離れた場

所にいるネコは、狩猟対象と看倣し殺処分することが認められている。例えばプ

レーメン州（BremischesLandesjagdgesetz vom 26. Oktober 1981）は200m

（第27条）、バイエルン州（BayerischesJagdgesetz vom 13. Oktober 1978）は

300m （第42条）、ヘツセン州（HessischesJagdgesetz in der Fassung vom 5. 

Juni 2001）は狩猟期間によって変動するが300～500m（第32条）である。

また連邦狩猟法第28条第5項前設には、「各州は、狩猟動物に給餌することを禁

止することができる」とあるので、ナ＂＇によってノラネコへの給餌行為は処罰対象と

なり得る。例えばシュレースヴイヒ＝ホルシユタイン州の狩猟法（Jagdgesetzdes 

Landes Schleswig”Holstein vom 13. Oktober 1999）では、所轄宮庁が狩猟区や

地域慣習、また天候異常に伴う食糧不足などを総合的に艶酌して、給餌行為につい

ては個々の事案ごとに許可制を敷いている（第四条）。すなわち無許可の給餌行為

については、法律違反として5,000ユーロ以下の罰金刑に処せられる（第37条第

1項第9号及び第3項）。先に挙げたプレーメン州、そしてザクセン＝アンハルト州

の狩猟法（Landesjagdgesetz白rSachsen幽Anhaltvom 23. Juli 1991）でも同

様で、 2,500ユーロ以下の罰金刑を科す（プレーメン州狩猟法第30条第2項、第

Gebiet der Stadt Paderborn vom 12.03.1997）第5条第4項。罰則については、同命
令第17条第1攻、第4項。
(50）ブラウンシュパイツ市「ネコの去勢義務に関する命令J(Verordnung iiber die 
Kastrationspflicht von Katzen in der Stadt Braunschweig vom 1. April 2014）第1
条第 1項が「ベットに対する飼い主受任」について、向条第 2~貨が「ノラネコに対する給
餌者'.tit任jについて、第2条第2項が「処罰規定」である。
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41条第1項及び第2:r夏、ザクセン z アンハルトナトl狩猟法第34条、第44条第n買
第13号及び第3項）。なおベルリン市（Gesetziiber den Schutz, die Hege und 

Jagd wildlebender Tiere im Land Berlin in der Fassung vom 25. September 

2006）では、食総不足といった緊急時以外の給餌を禁止した上で、野生動物の自

然的生息環境基盤を保護するのは、当該土地の所有権者又は使用権者、あるいは狩

猟権行使者の義務（自己負担）であると明記する（第34条）。当該規定の反対解釈

は、上記入物以外の絵餌等行為を禁止するという意味と解されよう。そしてこれに

違反した場合には、 5,000ユーロ以下の罰金刑に処せられる（第50条第1項第9

号及び第3項）。

(3）家畜伝染病の予防及び制圧に関する法律（いわゆる動物健康法） (Gesetz 

zur Vorbeugung vor und Bekampfung von Tierseuchen 

(Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), 2013)) 

同法第32条第2項第4号及び同条第3項では、自然生態系保全及び口蹄疫等の

下記に示すような各種家畜伝染病への警戒（予防策）として、イヌやネコについて

は放し飼い（屋外放置）を禁止したうえで、畜舎への侵入や家畜そのものへの接近

を禁制する。当該違反者に対しては、最高30,000ユーロの罰金刑を以って対応す

る（51）。具体的な感染症に関する命令は下記に示す通りである。

(1）オーエスキー病（豚へルペス） : 1980年オーエスキー病からの保護に関する命

令（Verordnungzum Schutz gegen die Au eszkysche Krankheit, 1980）第6

条第四項、第16条第四項

(2）豚コレラ・アフリカ豚コレラ： 1988年豚コレラ及びアフリカ豚コレラからの

保護に関する規則（Ve1官 dnungzum Schutz gegen die Schweinepest und die 

A企ikanischeSchweinepest (Schweinepest-Verordnung), 1988）第6条第2項

第2号、第25条第20項

(3）狂犬病： 1991年狂犬病からの保護に関する命令（Verordnungzum Schutz 

gegen die’rollwut (Tollwut-Veror白ung),1991）第8条第3項第1文、第四条

(51）これに対して我が図では、唯一、狂犬病予防法がネコに対する規制jを罰則付きで定めて
いるが、しかるにそれは、輪出入検疫についてのみである（第7条、当該違反者には30
万円以下の蔀金刑（第26条第1項第1号））。
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第 11項

(4）口蹄疫.2005年口蹄疫からの保護に関する命令（Ver官 dnungzum Schutz 

gegen die Maul-und Klauenseuche (MKS”Verordnung), 2005）第7条第2項

第2号、第34条第16項

(5｝烏インフルエンザ・2007年烏インフルエンザからの保護に関する命令（Veror也mng

zum Schutz gegen die Gefiiigelpest (Gefiiigelpest-Verordnung), 2007）第56

条第3項、第64条第32項

このようにドイツにおける各種法令は、飼養考資任とは、ペットに対してのみ追

及されるものではなく、対社会的にも追及されるもので、あって、すなわち公共の福

祉（公益）をベースに掛酌されている。換言すれば公益実現と矛盾する個人の権利

は存在しないといった基本理念の下、具体的な制度設計がなされている（52｝。筆者

には、上記の事柄は、日本国慾法第29条第2項及び第3項、民法第1条を援用する

までもなく、自明の理と考えるが、我が国の動物愛護政策の今後のあり方を検討す

る際に、このドイツやフランスの各法制度は大いに参考にすべきであると考える。

第4章 「ネコ問題」解決に向けた地方分権的アプローチ

一一奄美5市町村汲び徳之島3町のネコ適正飼養条例改正の概要を中心として

ここまで著者は、我が国の「ネコ問題」解決に対する国家法体制の脆弱性につい

て考究してきた。すなわち、（1）「ネコ問題」解決を念頭に置いた場合、我が国の現

行法体制は、各法制度（所轄官庁）どうし、その整合性、連携性に関して、十分な

(52）本午前1では、紙商の制約故、フランスの法制度への詳細な言及までは叶わないが、フランス

農業海洋漁業法典（Coderural et de la peche maritime) (2017年11月18統合版）
L214-2条には、「第三者の権利並びに治安及び公衆衛生といった観点からの要請、さら

には自然保護に関する 1976年7月10日第76-629号法律の規定の留保の下に、何人も、

L214-l条で定められた条件の下で動物を飼育する権利を有し、 L214-3条で定められた

条件の下で動物を使用する権利を有する。」（傍点筆者）とし、自然環境をも包摂した社会

的笈任が飼い主に明確に課されている。なお傍論ながら、上E己規定にあるL214”1条と

は、「全ての動物は、感受性ある存在であって、その所有者においては、当該!li)J物の種類の

生物学的姿誌に適合した条件の下で飼育しなければならない。」とあり、飼い主への動物

福祉的観点からの追求である。 L214-3条は、「飼育動物（家畜a凶mauxdomestique) 
及び飼い慣らされた又は捕獲された聖子生動物への虐待は禁止される。jと、動物愛護的観

点からのアプローチも明記され、「愛護」と「福祉Jとが明確に書き分けられている。
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検討のないまま現在に至ってしまっている点、（2）動愛法の「飼遣さj、「管理J等概念

の漠然性、そしてそれに起因する、（3）同法の守備範凶の不明確性、及び1(4）向法の室

内飼養等飼い主責任に対する規制行政の不十分段、（5）同法の鳥獣法マネジメントへ

の干渉性、他方、（6）我が国の外来援対策をノネコに限定してしまっている点、（7）放

し飼いネコやノラネコはノネコの温床（供給源）であるばかりか、彼ら自身も、少

なくとも奄美のような地域集落と山林が近接しているような場所では自然生態系

の破壊者であるにもかかわらず、彼らペット由来外来穫を十全に捕捉する国家法が

存在しない点、（8）人獣共通感染症等の対処及びその予防法的措置（リスクマネジメ

ント）の点においても十全な制度が確立されていない点、以上である。

筆者は、現在、世界自然遺産登録を呂指す奄美大島、徳之島、沖縄ゃんばる地

域、西表島における法政策アドバイスを行っている。今般の奄美大島5市町村及び

徳之島3町の「ネコ適正飼養条例」改正については、現行国家法の脆弱性に対して

分権的アプローチを以って補完し、実効性（実現可能性及び持続可能性）を有する

制度改変を目指した。ネコ問題の実質的解決に向けたグランドピジョンとは、繰り

返しではあるが、（1）自然生態系破壊等の問題を惹き起こす、あるいはそのリスクの

ある屋外ネコ全部の捕獲－排除（保護法益からの隔絶）、（2）新たなる問題個体を将

来的に産出させないための措置としてのネコの適正室内飼養の徹底である。以下、

奄美大島5市町村及び徳之島3町の条例改正のポイントを中心に叙述する（53｝。

(1）本条例の目的には、動物愛護のみならず自然生態系保全を明記した

こと

動愛法は、「人と（飼育）動物の共生する社会の実現を図ることを呂約とするJ

(53）奄美大島5市町村（奄美市、官官郷町、大和村・、字検村、瀬戸内町）及び徳之島3町（天城
町、徳之島町、伊仙町）は、それぞれアマミノクロウサギ等絶滅危倶稜（回有稜）保全を

推進し世界自然遺産登録を8指すという統一の呂標を持っている。そのためネコ対策に
関する各種条令については、それぞれの島単位で向ー内谷、同時制定・施行が進められ

てきた。ただ徳之島は、奄美大鳥に先行して、“ニャンダーランド”という捕獲ネコ収容

施設が天城町天城に設置され、 3町の共用運営を展開してきた。間烏の改正条令の内容に
差異が生じているのは、この点に｜渇してである。具体的には徳之島条例の第14～16条で

ある。なお本稿において奄美大島・徳之島の各条例の条文略記については、例えば奄美

大島5市町村の条例第1条第1攻第1号なら「奄1①Ij、徳之島3可の条例第1条なら

「徳1」というふうに略記することとする。
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（括弧内筆者）ものであって、野生動物保護や自然生態系保全を想定していない。

しかるに前述の通りペットの不適正飼養がペット由来外来種（ネコ）問題の元凶で

あって、当該問題解決に向けては、外来種と化してしまったネコに対する対策とネ

コを外来種にさせない対策（ネコの適正飼養対策）とが、車の両輪のごとく展開さ

れなければならないのである。本条例は、両島ともそういった視点に立って設計さ

れている。すなわち奄美市条例第1条（目的）は、「この条例は、飼い猫の適正な

飼養及び管理に関する事壌を定めることにより、市民の動物愛護の意識を高めると

ともに飼い1誌の野生化及び放し飼いによるアマミノクロウサギその他の野生生物

（以下「野生生物」という。）への被害を防止し、もって地域生活環境の向上並びに

自然環境及び生態系の保全を図ることをE約とするJ（傍点筆者）と明定する（両

島の他市町村条例も同文である）。当該条例は、ネコの適正飼養の実現を企図する

が、ネコへの愛護のみを主眼とするものではない。アマミノクロウサギ等絶滅危倶

稔（国の特別天然記念物）を如何に保全するか、愛護動物たるネコは、その飼養如

何によっては外来種と化してしまうが故lふそれへの対策を構築したものである。

これは、イリオモテヤマネコ保全を目指して10年前に大改正された「竹富町ねこ

飼養条例J（以下、「竹富条例Jあるいは「竹」とも略記する。）の理念を踏襲する

ものである（54）。なおこの自然生態系保全に対しては、後にも触れるが、ネコの飼

い主に対しでも「飼い主の責務」として罰則付きで法的義務化している（奄4③、

16①、徳4③、 20①）。

(2）動物愛護・福祉の観点に立った終生飼養の義務化

終生飼養については、動愛法でも規定されるが（第7条第4項）、徳之島条例で

は、これを法的義－務化した（徳4①）。奄美大島では、動愛法同様、努力規定のか

たちに留まったが（奄4①）、両島とも当該飼養者に対しては、本条例（＝民主主

義的合意）にー基づく行政指導ができる設計となっている（奄15①、徳19①）。

(3）室内飼養原則（放し餌い制限）の実質義務化

ネコ問題は、繰り返しになるが、完全室内飼養さえされていれば発生しない。

(54）当該条例改正にあたっては、神奈川大学法学研究所地方自治センターが参間し、東郷f圭
郎先生と筆者が条例改正委員会委員を務めた。
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従ってそれをどこまで徹底できるかが問題解決のカギとなる。しかるに奄美のよ

うな亜熱帯の気候風土においては、ドアも窓も常に開放して生活する人（家）も少

なくない。また依然としてネコを畑を荒らすネズミ駆除の道具、ハフeよけの道具と

して放し飼いする習慣（地域特性）も一部見受けられる（55）。奄美では、この室内

飼主主の厳格化は、現実的には非常に困難な要求といえる。しかるに放し飼いを全面

的に容認（黙認）することもできない。そこで今般の改正では、次替の策として、

室内飼養を努力義務としつつも（奄4④、徳10①）、行政には「必婆な措置をとる

べきことを指導することができるjという指導権復を授与した（奄15①、徳19

①）。そしてやむを得ず放し飼いをする飼い主に対しては、次節で述べる不妊去勢

処置の義務化を図った。

(4）特例的屋外飼養における繁殖制限の義務化

奄美5市町村では、旧条例の段階から努力義務ながら繁殖制限規定を設けていた

（！日奄4c）。今般の改正に伴つで法的義務化された（奄4⑤）。徳之島は、今般の

改正で新設された（徳10②）。また間島とも、当該義務違反に対して指導・勧告、

措置命令（奄15②③、徳19②③）、さらには当該命令違反に対する「5万円以下

の過料Jを科する規定（奄16①、徳20①）が新設された。繁殖制限に対して罰則

を設けたのは、竹富条例に次いで、全国2例目だと思われる。この制度設計の理念

は、「ネコ問題jの元凶であるネコの屋外飼養（放置）について、飼い主に経済的

負担及び可罰による心理的圧迫を与え、室内飼遣さに対する間接強制の実現を図るこ

とにある。

なお本条例の構えからすると完全室内飼養の場合には、繁殖制限しなくてもよい

という反対解釈も成り立つと思われるかもしれないが、当該条例より以前に、そも

(55）筆者は、徳之島における現地調査の際、一部のj史家では、アマミノクロウサギがサトウ
キピの新芽を食い荒らす筈i狭と考え、アマミノクロウサギ対策としてネコを放し飼いす
るとの情報を得た。しかるにこの場合の放し飼いは、国の特別天然記念物への威嚇・攻

懸を企図した放し飼いなので、文化財保護法違反の疑いも浮上し断じて是認できるもの
ではない。もしそのような淡業被害の事態があるとしても、アマミノクロウサギに危害
を加えない方法での獄客等対策（例えばサトウキピ防護ネットの設置）を考慮すれば足
りる。無言者、初期資用等の負担は自己負担を前提と考えるべきではあるが、行政もこう
いった事態については補助金等積一極的な検討を早急に行い、自然保護と農業の両立を図

るべきであると考える。
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そも動愛法でも適正飼養の前提として繁殖制限規定は努力義務ながら設けている

（第7条第5項、第37条第1項）。これは多頭飼遣さ崩壊のリスクを回避するため、

あるいは病気予防やストレス軽減（56）といったネコに対する生態学的・医学的観点

ないしは動物愛護・福祉といった視点からの要請である。

(5）ネコの取得、譲渡及び死亡に係る登録の義務付け（57)

これまでも竹富条例以前の、我が国最初のネコ条例である小笠原村でも飼いネコ

の登録制は存在した（小笠原村飼いネコ適正飼養条例第3条、第5条）。今般の奄

美における改正で特筆すべき点は、未登録者に対する勧告、措置命令、そして処罰

に関する規定を設けたことである（奄15②③、 16①、徳19②③、 20①）。これ

は全国初の試みとなる。これは筒鳥におけるネコ対策（飼いネコの適正飼養対策の

みならず、ノラネコ・ノネコ対策を含む）、さらにはアマミノクロウサギ等保全対

策の実効性を高めるべく、そのコスト計算を精殺に行うための基礎データを得るこ

とを目的とする。

登録済証たる首輪等鐙札のネコへの装着、鑑札の亡失、損傷の際の30日以内の

再交付も飼い主の義務であるが、これはIB条例からの承継である（奄5③、 7（旧

奄5③、 7）、徳5③、 7（旧徳5③、 7））。

なお今般の改正では、所有明示義務違反者への処罰規定は実現で、きなかった。こ

れについては両島における様々な事情等を総合的に桜酌して、時期尚早と判断した

ものであるが、今後の条令執行の進捗如何によっては、さらなる改正論議も再燃さ

れなければならないものと考える。

登録の義務化という制度設計は、ネコの所有者明示、すなわち当該ネコが無主物

でないという証明に他ならない。これは飼い主の権利－利益を保全するという意義

がある一方で、捕獲ネコが無主物であるか否か、すなわちノネコかノラネコかの

判断を容易ならしめネコ対策の実効性を高める意図がある。また銅い主が自身の

ネコfこ鑑札をつけていなかったことによる自身に降り懸かる不利益、例えばノラ

(56）差し当たり、山根義久「病気予防やストレス軽減のために犬猫を飼うなら不妊・
去勢を」 Sippoby恒ieAsahi Sむnburし2016.11.6(https://sippolifejp/column/2016 
110100002.html （最終確認日 2018年11月10日））を参照のこと。

(57）奄美5市町村は、今次改正で義務化された（奄5①、 8）。徳之島3町は、すでに義務化
されていた（徳5①、 8(I日徳5①、 8））。
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ネコと間違われてTNRされる、ノネコと潤違われて殺処分されるといった不利益

は、飼い主の自己責任として追及されるべき事柄として、ペット飼養に対する意識

改革（普及啓発）の視点から企図している。およそ飼い主が条例を遵守し登録をき

ちんとして、かっ室内飼養しておけば、さらには次節で展開するマイクロチップ装

着と個体識別番号登録（以下、「マイクロチップJとも略記する。）も併せて行って

おけば、ほぽ回避し得ることだからである。

竹富条例では西表島に限り、マイクロチップも義務付け、かつそれをしない限り

町から登録も拒否されるよう設計されている（竹19)(58）。現行の奄美条例では、

竹富町のように、マイクロチップを登録条件とするところまではできていないが、

これも今後、条令執行の進捗状況を静観しつつ検討すべき諜題であろう。

(6）マイクロチップ装着と個体識別番号登録の義務化

前節の登録の義務化と関連する事柄として、飼いネコへのマイクロチップ装着の

問題がある。

ここで少しく前置きとして国の動向を押さえておきたい。平成24年の動愛法改

正において、 ~ft則第 14 条では、「販売の用に供せられる犬、獄等にマイクロチップ
を装着することが当該犬、猫等の健康及び安全の保持に寄与するものであること等

に鐙みJ（傍点筆者）、その装着の義務付けに向けての研究開発、普及啓発、規制措

置等のあり方について、同法施行後5年を目途に検討すべしと定められた。しかる

に、この隙則は、「F反売の用に供せられる犬、猫等Jに限定してしまっている。すな

わち第三者からの譲渡やノラネコを拾得した場合などを想定していない。しかる

に、我が国のネコ取得の約8割以上が売買契約に基づかないという実態がある（59）。

(58）竹宮条例第20条では、間条例施行規射で定められた、ネコ免疫不全ウイルス感染症、ネ

コ白血病ウイルス感染症等の感染症（以下、「特定感染症Jという。）に対する検査も受録
条件としている。
(59）ネコの入手先として一番多いのは「野良猫を拾ったJ(37.5 %）、次いで「友人／知人から
もらった」（26.5%）、 3f立が「ベットショップで購入」（15.0%）、 4f立が「里親探しのマッ
チングサイトからの譲渡J(9.0 %）、 5伎が「飼育している猫が産んだJ(5.4 %）、 6位が2
つあり「業者のブリーダーから直接購入Jと「友人／知人のプリーダーから直接隣人J(3.8 
%）、 8位が fシェルターからの譲渡J(1.9 %）、 9f立が「インターネットを通じて直接購
入」（1.0%）、そして10位「その他J(5.8 %）という調査結果がある（一般社由法人ベッ
トフード協会平成29年度 全国犬猫飼育実態調査の「ペット飼育経験と情報源・入手
先」 4頁（「ベットの入手先年代別Jhttp://www.petfood.or.jp/data/ch訂 t2017/11.pdf
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他方、法が考えるマイクロチップの目的は、「犬、猫等の健康及び安全の保持に

寄与するjとする。問法改正の際に付された衆参荷院の間帯決議第3号にもマイク

ロチップ装着に対して「狂犬病予防法における登録率及び予防注射の接種率の向

上Jへの期待が趨われている。マイクロチップに登録される情報とは、「飼い主情

報J（氏名、フリガナ、住所、電話番号、その他の緊急連絡先、 FAX番号、 Eメー

ルアドレス）及び「動物情報J（名前、生年月、性別、動物種、犬・ねこの種類と毛

色）のみである（60）。ここには動物の予防接種履歴、病歴等情報は含まれない。祭

者には、どうしてもマイクロチップと犬猫の健康及び安全（予防接種率向上）が結

びつかない。マイクロチップ装着の最大のメリットは、逸走した犬猫（迷子動物）

が捕獲された場合の所有者発見（早期返却）ではなかろうか。

また閣は、当該問題に際して狂犬病予防法と関連付けるが、来たしてこの間題の

ターゲットを犬に限定してしまってよいものであろうか。ネコ問題とは若干話が

逸れるが、昨今のエキゾチックアニマルの逸走、放逐を原因とするペット由来外来

種問題は、ますます深刻の度合いを増している。ペットへのマイクロチップ装着の

義務化は、外来種対策上は、確実に予防措置になり得るものと考える。犬猫に限定

されることなく、およそ獣医学的に装着可能で、あれば、あらゆるペットに対してマ

イクロチップ装着が義務化されるよう、法制度改革議論としても積極化されるべき

ではないかと考える。

さて本題に戻るが、奄美の条例では、今次改正前より、ネコの入手先（方法）を

関わず、入手後30日以内の登録を義務付け（前掲（5）参照）、かつ遅滞なくマイ

クロチップ装着及び個体識別番号の届出をも義務化していた（奄5④（｜日奄5④）、

徳5④（旧徳5④））。今般の改正で特筆すべきは、奄美大鳥も徳之島も当該義務違

反について指導・勧告、措置命令、処罰までフルセットで設計された点である（奄

15②③、 16①、徳19②③、 20①）。

なお徳之島条例では、マイクロチップ埋込み等諸費用は自己負担である旨が明文

化される（徳5④後段） (61）。

（最終確認臼 2018年11月10日）））。
(60）公談社団法人日本獣医師会「動物の福祉及び愛護 マイクロチップを用いた動物の個体識
別J(http：／／：凶chiju.lin.gr.jp/aigo/microchip04.html（最終確認日2018年11月10日））
を参照のこと。

(61）奄美には、同様の規定は存在しないが、しかるに明文規定がないからといって奄美では
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(7）飼いネコによる迷惑防止義務化

飼いネコによる迷惑防止については、徳之島の条例で完全義務化された（徳4

②）。奄美大島では、すでに義務化されていた（奄4②（旧奄4②））。今般の改正

で両島とも当該義務違反については、行政の指導権限が及ぶようになった（奄15

①、徳19①）。しかるに改正条例では、ネコ飼養に関する迷惑行為への措置命令

権、命令違反者への処罰規定といった制度設計まではなされていなし、これらの点

については今後の課題だろう。

なおネコも包含した飼養動物全般のふん害については、このネコ条例とは別に徳

之島3町では、「ごみのポイ捨て及び飼養動物等のふん害の防止に関する条例」が

平成22年より施行されている。それによると「飼養管理されている犬や牛等のふ

んの放置により、公共の場所等を汚すこと」を「飼養動物等のふん害」と定義し

（第2条第5号）、動物の飼養管理者にはふん害防止義務を課している（第8条）。

当該義務違反者には、 2万円以下の過料を科している（第11条）。従って徳之島に

ついては、ネコによる迷惑行為については、飼い主責任を別途法的に追及すること

ができょう。これに対して奄美大島も「ふん害防止条例J（正式名称は、「奄美市ポ

イ捨て等防止条例」（平成23年12月26日条例第28号）を持つてはいるが、当該

条例は、ふん害を「イヌJに限定してしまっている（第5条、第8条）。今後、当

該条例の適用範囲拡大について鋭意検討されることを期待する。

(8）ネコ飼養者に対するアマミノクロウサギ等絶滅危慎種ないし希少種

の保全（自然生態系保全）に対する義務化

前章でも考察したように、動愛法は、ペットへの愛護を主軸にする一方で、ペッ

トがその錦養如何によっては外来種、すなわち自然生態系の破壊者となり得ること

を想定していない。飼い主責任についても、主に「ペットJに向けられたもので、

「社会公益Jないしは「自然環境」に対してのそれは極めて脆弱であるといわざる

を得ない。

これに対して今般の奄美の改正ネコ条例は、ネコ飼養者が自然生態系保全に対し

自己負担なしとは解し得ない。それはペットを飼うという行為は、飼い主本人の自由意
思に基づく行為である以上、そもそも論として行政がそれを支弁する（税金で補填する）
筋合いの問題ではないからである。
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て一定の法的責任を負うというものであり、ここにこの条例の核心がある（奄1、

4③（旧奄1、4③）、徳1、4③（！日徳1、4③））。この自然生態系保全を白的とし

た飼養者責任を法的に明文を以って義務付けた例は、管見によれば、奄美が我が

国最初の立法例である。竹富条例でも当該規定は確認できるが、「努力規定」に留

まっている（竹5③）。従って竹富町役場は、この点に関しては、法的根拠に基づ

かない事実上の指導（情報提供に基づく普及啓発あるいは口頭による誘導＝「お願

いJ）を限界とする（62）。しかるに奄美は、これを「法的義務Jと明文化し、かっ

明確な法的根拠に基って、すなわち島民の合意（信託）に基づく指導・勧告、措置

命令（奄15②③、徳19②③）、さらには当該命令違反に対する処罰（5万円以下

の過料）を実現させた（奄16①、徳20①）。

(9) 5匹以上のネコの飼養（多頭飼養）禁止

ネコは、前述の通り、不妊去勢措置を適切に行わなければ、“ネズミ算式”に無

秩序増殖を繰り返す。そして家屋（敷地）内に移しいほどのネコが生息し、その環

境は紫：尿等の土佐積、悪臭、十分な餌を与えられない場合にはネコの健康被害、共食

い、餓死などが常態化し、それは飼い主本人のみならず、その家族へも精神疾患等

健康被害、経済破綻、家庭崩壊を招来する。人・ネコ共に劣悪な環境での生活を余

儀なくされる。昨今では、その救済に乗り出した動物愛護団体そのものの破綻など

も報じられている（多頭飼養ー崩壊）。しかるにこの多頭飼養に対する問題は、実は

これに留まらず、ネコが無秩序増殖を繰り返すことで、屋外に逸走するリスクも確

実に高まり、そして当該逸走個体の大学はノラネコやノネコとなり、それらは確実

に自然生態系破壊、人獣共通感染症への元凶となる。全く以ってして看過できない

問題である。ところが動愛法には、多頭飼養を禁止あるいは制限する規定がない。

繁殖制限に関する規定は存在するが（第7条第5項、第37条）、しかるに繁殖制限

をしたとしても、飼い主が自身の能力を超えて際限なく拾得・収集してしまえば、

やはり多額飼養状態と化す。当該問題を防御するには、繁磁制限規定だけでは脆弱

(62）行政は、その本源的使命として、信託委任論を引合いに出すまでもなく、公益実現、すな
わち住民生活の安心、安全、快適性の実現を付託されている。従って行政は、特段の明
文規定を持たずとも、非権力的事実行為たる行政指導（誘導作用）を行うことは法解釈上
許容される（中川丈久 f行政手続と行政指導J（有斐閣 2000年） 204頁）。
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なのである。ましてや現行の動愛法は、繁殖制限について飼い主のモラルに訴える

のみの「努力規定Jに留まる。そこで今般の奄美ネコ条例は、多頭飼養（崩壊）に

対して、飼い主やその家族等への救済、ネコ（愛玩動物）への福祉的配慮、そして

自然生態系保全といった視点から、 5匹以上のネコの飼養を禁止する規定を設けた。

多頭飼養禁止に関して、飼い主の法的義務として、かつ具体的頭数を明示し、こ

の問題に真正面から切り込んだ、最初の立法例は、竹富町のネコ条例と考えられる。

そこでは多頭飼養コ逸走リスクの増大コノラネコ・ノネコの増大リスクコ感染症ま

ん延のリスクコイリオモテヤマネコへの脅威といった理論構成の下（すなわち動物

愛護や飼い主ないしはその家族の保護を主娘としたものでは必ずしもない）、「西表

島に居住する飼い主は、銅いねこ（生後90日以内のものを除く。）を 10匹以上飼

遣をし、又は保管しではならないjとした（竹24①）。例外的に10匹以上飼養・保

管するには、（1）適切な給餌給水等の適正飼養（竹6）、（2）登録（竹7①）、（3）公衆衛

生保持（竹13）、（4）遺棄禁止（竹16）、（5）マイクロチップ装着（竹19①）、（6）特定

感染症検査（竹20①）、（7）特定感染症に対する予妨接種（竹22）及び（8）繁殖制限

措置（竹23）の、全てをクリアしなければ町長は飼養・保管許可を出さないとい

う、かなり厳格な制度設計となっている（竹24②）。無許可の多頭飼養者に対して

は、是正勧告（竹30②）、措置命令（同条③）、当該命令に違背する者には「5万円

以下の過料に処する」との規定も設けられている（竹31三）。

さて奄美では、これについては、今次改正で新設された（奄13①、徳17①）。

しかるに両島の具体約設計は、「5匹以上飼養し、又は保管しではならないjとし、

竹富条例の2倍の上乗せ規制を実現した。例外的に多頭飼養させる条件について

も、竹富町の前記許可条件に加えて、（1）終生飼養（奄4①、徳4①）、（2）室内飼養

（奄4④、徳10）及び＇（ 3）ノラネコへのみだ‘りな給餌給水禁止（奄10、徳11）をも

飼い主に法的義務とした（奄13③、徳17③）。これは、奄美における保護法益は、

アマミノクロウサギ等絶滅危倶種がネコに侵製・捕食されないよう保護することな

ので（イリオモテヤマネコの場合は特定感染症への，躍患リスクである）、多頭飼養

に伴う逸走の防止、ノラネコやノネコの増頬への警戒そのものに力点を置いた論理

的帰結と解される。

ネコは1回の出産で平均4～8頭産まれる。すると当該規定は、事実上の不妊去

勢処置への間接強制lj（心理的圧迫）にもなり得るものと解される。
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なおこの多頭、飼養制限は、世帯単位で判断されるべきである。いわずもがな、家

族の一人ひとりが5頚までを飼養等することができるという意味で、はない。一世

帯の鋳養上限が5頭という意味で、ある。

(10）みだりな簡やり行為の禁止

ノラネコへの餌やり行為は、たとえ残飯や糞尿等の処理を適切に行ったとして

も、無秩序な増殖の温床となり、それはトキソプラズマ等の感染症リスクの増大、

自然生態系破壊の問題、そして何よりも近隣住民とのトラブルの元凶であることは

明らかなのであるから、これを社会的対話なしに容認することはあってはならない

と考える（63）。

奄美では旧条例の段階から、「飼い猫以外のねこに対し、みだりに餌や水などを

与えてはならない」との規定を有していた（奄10、徳11(I日奄11、IB徳11））。こ

の条文は、解釈の仕様によっては、「みだりJでなければ、すなわち正当な理由・

根拠があればノラネコにも餌やり行為は許容できると解し得る。が、しかるに「み

だりjな給餌給水で、あるか否かの判断は、当該問題が条令事項（公共政策）の問題

である以上、その第一次判断権は所轄行政庁にある。給餌給水の当事者ないしは地

域住民にはその判断機はないと解釈するのが相当で‘ある。また一人ひとりの給餌

萱は「みだりJでないとしても、一定の地域にばら撒かれた餌の“総量”が不当・

不必要に大量で‘あった場合、あるいは残飯や糞尿の処理が不徹底であった場合に

は、やはり重大、深刻な公害環境問題、公衆衛生問題、自然生態系破壊を誘発す

る。従って誰が、いかなる頻度で、どのような餌を、どの程度与えるかについても

行政判断が介在しないとならないと考える。行政は、こういった社会問題を防禦、

解決・救済するために条例等制度設計を構築するわけであるから、当該餌やり行為

が、如何にネコへの愛護からの行為で、あったとしても、それは社会秩序（公共の福

(63）このノラネコ等への餌やり行為を禁止する自治体は、全国で数十筒所にも及び、そのう
ち、罰則規定まで用意しているのは、竹宮町、奄美大島5市町村、徳之島3町の他、和歌
山県、京都市などがある。環境省の「全国自治体の動物愛護管理等条例」（https://www.
env.go.jp/nature/dobutsulaigo/2_data/statistics/files/h29..2_1..2.pぽ7及び「1苗の保護
（愛護）及び管理に関する条例、規則、要綱等の概要J(https://www.env.go.jp/nature/ 
dobutsu/aigo/2_data/statistics/files/h29..2-4.pdf) （ともに最終確認臼 2018年10月30
日）を参照のこと。
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祉）との整合性においてその是非、許容範囲は判断されなければならない。この鍔

やり行為については、前述のドイツ法制！の例に倣って、行政がいかなる基準で餌や

りを許容するか、総量規制の問題も含めて、一部の者への許可制を敷く（その前提

は一律「禁止Jである）などの検討が必要であると考える。

なお、餌やりを禁止すると、ノラネコは領を求めて山林侵入が増加する、すな

わちアマミノクロウサギ等への捕食圧が増すので、はないか、との見解も閃かれる

が（64）、ネコは空腹を満たされていれば山林には侵入しない、捕食も攻撃もないと

いう科学的保証（科学的立証性）はない。そればかりか定期的給餌によって確実に

栄養状態は向上し、結果的に繁殖行動を助勢させ、侵略的外来種（＝ネコ）を累代

増幅させてしまうことは明々白々である。やはり餌やりは全商禁止すべきである

と考える。その意味で、繰り返しになるが、「地域ネコ」政策についても、筆者は、

一定の懸念を有する。

(11）飼い主不明ネコの捕獲、保護収容に関する行政への権限付与並び、に

当該事業のNPO等民間団体への委託、さらには捕獲ネコの返還・

譲受に要する費用弁済義務

この制度は、現在、徳之島3町の条例にのみ認められるものである（徳14～16）。

それは当地にネコの保護収容施設（ニャンダーランド）がすでに本格稼働している

からに他ならない。奄美大島では、今般の条例改正当待は、捕獲ネコの保護収容施

設が完成していなかったため、当該条項は見送った。しかしながら現在は、施設も

完全稼働しているのであるから、再度の条令改正が望まれる。

捕獲対象たるネコとは、規定上は「飼い主の判明しない猫」となっているが（徳

14①）、条例の趣旨・目的、理念を総合的に齢酌するに、本来的には「自然生態系

の脅威となり得る全ての猫jとされるべきであったと解する。具体的には、ノネ

コ、ノラネコ、放し飼いネコの別なく、またマイクロチップを装着していても、首

輪等徴表があっても、当該ネコがアマミノクロウサギ生息域内に居た場合には捕

獲対象とすべきである。先般、環境省、鹿児島県及び奄美大島5市町村が策定し

(64）当該見解は、 r,t者が条例改正検討会議等で幾度となく地元に訪れたとき、議員、利害関係
者等へのヒアリングを通じて出てきた意見であるので、典拠を提示し得る学問的見解で
は必ずしもない。
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た「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画（2018年度～2027年

度）」（65) （以下、「計爾Jという。）でも同様の解釈を前提に策定されている。すな

わち「計画」では捕獲対象たるネコとは、いわゆる「ノネコJに閑執することな

く、「一時的に森林内に侵入しているノラネコや銅い猶も……希少種等を捕殺して

在来生態系へ影響を及ぼすおそれがあることから本計画に基づき対処する」（計画

4頁）と明記する。現在奄美大島で実施されているネコの捕獲事業は、上記計画に

基づき、行政が有害鳥獣論ー獲許可を受けて実施されている。

ネコの捕獲、保護収容及び譲渡に関する事業は、莫大なコスト（人、モノ、カ

ネ、時間）を要する。奄美大島のノネコだけでも約600～1,200頭と推定されてい

る（計画1頁）。自治体担当者のみで当該事業を推進していくのは事実上不可能で‘

ある。そこで今般の条例改正では、当該事業を然るべく対処、推進し得る者を、首

長の裁量判断で、選定で、きるという規定を新設した（徳15）。

捕獲ネコの飼い主への返還や新たな譲受人には、当該事業に係った全部又は一部

の費用負担を義務付ける規定も新設した（徳16）。これは当該事業が税金に基づく

公共政策であるとの必然、から受益者負担原理を導入したものである。しかるにそ

の一方では、動物への「愛護」ゃ「福祉Jの観点から、あるいは多頭飼養崩壊を予

防する観点から、銅ぃ主の安任能力を当該人物の経済的体力を知ることで確認する

といった意味合いも含んでいる。なお~：：者は、かつて関係者へのヒアリングを通じ

て、動物愛護センターから数十頭にも及ぶ犬猫を談受けた者がその直後に山野へ会

頭放出するといった事件（動愛法第44条第3項の遺棄罪に該当する）があったと

いう情報を得たが、譲受人の費用負担条項は、かような事件を防止する上でも間接

的効果が期待できるものと考えている。

(12）奄美大島の罰則新設、徳之島の罰則強化（66)

最後に、両島のネコ条例を処罰規定の観点から総括すると、まず特筆すべきは、

向島とも地方自治法上、地方公共団体の首長権限で処断でき得る最高額（5万円）

の過料を以って、以下に掲げる飼い主責任を追及している点である（奄16①、徳

(65）環境省のホームページ（http://kyushu.env.go.jp/naha/pre..2018/posL57.html （議終磁

認日2018年4月3日））を参照のこと。
(66）徳之島の罰則強化は、当初2万円だった過料が5万円に、当初1万円だった過半斗が2万

円にそれぞれヲ｜き上げられた。
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20①）。（1）自然、生態系保全義務（奄徳4③）違反、（2）登録申議義務（奄徳5①）違

反、（3）登録変更・抹消義務（奄徳8）違反、（4）マイクロチップ埋込み義務（奄徳5

④）違反、（5）適正飼養義務（宿徳9各号）違反（67）、（6）繁殖制限義務（奄4⑤、徳

10②）違反、（7）みだりな筒やり禁止（奄10）違反（68）及び（8）多頭飼裳禁止（奄13

①）違反（69）が科罰対象行為である。その他、（i）報告義務違反、（ii）虚偽報告、（iii)

調査拒否・妨害・忌避、（iv）虚偽回答については、それぞれ2万円以下の過料を用

意した（奄14、16①、倍、18、20①）。

なお付言するに、「処罰J規定は、私見によれば、条例違反者への制裁という意

味を有することは、もちろんではあるが、一般市民に対する普及啓発の効果も十分

にあると考えている。

おわりに

本稿で考究した、いわゆる「ネコ条例」に関しては、現在、奄美の条例が我が国

で最もハードjレが高いものと思われる。しかるに如何に制度の精度を上げたとし

ても、現場でその法執行が時宜に応じて的確かつ適正に実行されなければ、それ

は臨餅に帰する。条例が実効性（実現可能性と狩続可能性）を発揮するには、何

よりもマネジメントに係る体制整備が肝要である。すなわち学識経験者、獣医師

（会）、大学・研究所、動物園・水族館（初）、各種NPO・NGO、地域住民、ボラン

(67）なお適正飼養義務違反については、羽J愛法上も処罰対象（100万円以下の部金）となるが
（第44条第2項）、罰金刑は、学向上「行政刑罰Jであり、過料は、学問上「行政法上の
秩序罰jである。双方は、そもそも制度趣旨、科溺手続等を異にするので、同方の併宇！は

可能と解される（最高裁判決昭和39年6月5日（刑集第四巻第5号189頁）を参照の

こと）。
(68）徳之島旧条例では当該行為を過料対象としていたが（11、16①）、今次改正で姿をI隠し
てしまった。これについては、筆者から徳之島3町の各担当部署へのヒアリングを行い、
単純な記殺漏れと判明、早急に談会に修正案件として上程するとのことである。
(69）徳之島では「多額飼養禁止」規定は今次新設されたものであるが、当該問題については、
指導、勧告、措置命令、過料の対象から外されている。この点については、奄美伺様の設

計にすべきと考える。筆者から徳之島3町の各担当部署にその旨伝えた結ー果、早急に議

会に再度の改正案件として上程するとのことである。
(70) （公社）日本動物図水族館協会（略称「JAZAJ）は、動物関・水族館の社会的使命

として、「レクリエーション」の他、「穫の保存」、「調変・研究J、「教育・環境教育J
を挙げる（http://www.jaza必／about.html（最終磯認日 2018年4月14日））。これは
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パー｝サーンツプ

ティア等との多元的〈協働関係〉を最大限に活用する必要がある。またこれを補完

する問題として十分な財源の確保も必須の検討課題である。この点については、こ

のネコ条例とは別個に、受益者（川負担原則に立脚した自然環境資源の話品国j肩対

策（72）としても有効視され得る「入島（域）税条例」を検討すべきである。クラウ

ドファンデイングを活用する手もある。なおオーバーユース対策としては、これと

はまた別に、各自治体で「エコツーリズム条例Jなどの独自政策を展開し、拝金主

義的ないしは劣悪な観光事業者を排除すべく、免許制、研修制、取締行政（立入検

J.A:ZAが:IJul盟する－m：界動物悶水族館協会（自体「W.A:ZAJ）の理念と合致する（http://www.
waza.org/en/site/about-waza/what-we-do （汲終予’t認日 2018年4月14日））。しかるに
現在、我が国のj]i}j物Ifill.水族館において、希少種－絶滅危倶種あるいは閣の特別天然記念
物の保全に対して、ハード・ソフト雨前において十分な能力を具備する悶館は、上野動物

悶や横浜ズーラシア等ごく僅かである。ましてや閣内在来国有種保全に向けて、そしてそ

れと無関係ではない外来稔対策に対して、税板来敢に取り組んで句いる図館は、さらにi浪ら
れる。例えばお山rl177ミリーパークは、地元地域の伝来間平'frillの展示に力を入れている
(http://www.toyama-familypark.jp/parkguide/animal.html （故t引徒認日 2018年4月
14日））。他方、旭川市あさひやまどうぶつえんは、天ゾ＇G!i¥';における絶滅危倶種のウミガラ

ス（オロロン烏）やケイマフリ等を佼袈捕食するネコの絞渡会や来問者へのレクチャーを

定期的に災施している（http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/asahiyamazoo/news-

blog/breeding-news/d063623.html （殺終確認日 2018年4月14日））。今般、宮崎市フェ

ニックス自然動物闘で＝は世界初となるアマミトゲネズミ（国の特別天然記念物）の繁殖に成

功している（「アマミトゲネズミ繁殖成功 位界初、宮崎の動物図」（日本経済新聞2018if: 

10 Pl 24臼（https://www.nikkei.co凶 article/DGXMZ03679632023102018CROOOO/)
(2018ij010月24日取得）））。しかしながら動物関－水族館に関して、我が回では法的に

管理（保護）する体制すら現在十会に構築されていない。動物図・水族館は、今後さら

にその社会的地位を礁問たるものとするためにも、自然生態系保全の問題に一問絞板的

に参画すべきであると考える。なおこの問題については、拙著「動物倒法学事始め 第

1回動物聞とは何か法学の視点から考えるjE本環境法律家連盟 f環境と正義j第
193号（2017年） 10-12頁、向「動物園法学事始め 第2回 日本の動物関の課題とは。

そして今後の展望とは。一一ー法解釈学、公共政策学の観点からの一試論をふくめてJ日
本環境法律家述盟 f環境と正義j第195号（2017年） 10-13頁、及び同「我が閣の f水
族館jを取り巻く法環境にi刻する法解釈学的及び法政策学的考祭一一いわゆる fイルカ
問題jにも触れながらjf博物館研究j第53巻第11号（第605号） (2018年） 18-23頁
を参照されたい。なお筆者は、現在、（公社）日本動物関水族館協会（J.A:ZA）の法的関

関を務めるが、上記の研究論孜は、それとは一切の関係性はなく、あくまでも一法学者の

視点からのものである。
(71）ここにいう「受益者Jとは、世界自然遺産によって何らかの有形無形の利益を有する者と
解し得る。具体的には、観光客、観光業者、宿泊業者、飲食・土産販売等苓業者、レンタ

カー卒業者、公共交jfli機関の全ての者を指す。
(72）朝日新開2017年10月紅白「世界遺産候補の奄美・沖縦、調査終了 観光客増、対応が
課題j。
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査、営業免許停止・取消処分・処罰）の他、優良事業者への助成等優遇政策などを

確立することも検討すべきと考える。いずれにせよ、世界自然遺産は、「登録」が

目的（＝ゴール）ではない。奄美・琉球諸島の貴ー重な自然を人類共通の財産として
レス

子々孫々の代まで「継続jさせることこそが目的である。すなわちこの営為には

ゴールは存在しないのである。従って現在進行している各種政策・制度は、数年毎

に精密な評価法務を実施し、かつ最新の科学的知見を取り込みながら、常に「進

化jを遂げていかなければならないのである。
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